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第１ はじめに 

１ 教育委員会の点検・評価を実施する趣旨 

   熊谷市教育委員会では、確かな学力を身に付けるため二学期制を導入し、

着実にその効果を上げております。また、明日の熊谷を担う人づくりを進

めるため、本市の教育の総合的な指針となる「熊谷教育の指針と施策」を

平成１９年度に策定しました。 

   この「熊谷教育の指針と施策」は、熊谷市の長期的方針である『熊谷市

総合振興計画』に基づく中期的（平成２０年度から平成２４年度）な方針

と位置づけ、整合性のあるものとなっています。なお、平成２０年度にこ

れを「熊谷市教育振興基本計画」としたものであります。 

推進にあたっては、市民の皆様との協働・連携が必要となります。教育

委員会の活動については、これまでも市報やホームページ等により市民の

皆様にお知らせしてまいりましたが、平成１９年６月に、「地方教育行政の

組織及び運営に関する法律」が一部改正され（平成２０年４月施行）、「教

育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について

点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会に提出する

とともに、公表すること」とされました。 

 このことから、熊谷市教育委員会では、法の趣旨に則り、効果的な教育 

行政の推進に資するとともに、市民の皆様への説明責任を果たすため、「教 

育委員会の点検・評価」（以下「点検・評価」という。）を実施し、報告書 

にまとめました。今年度が４回目の点検・評価となります。 

今年度の大きな変更点としては、平成２３年４月１日付けで、「学校体育

を除くスポーツに関する事務」が、教育委員会の保健体育課から市長部局

に新設されたスポーツ振興課に移管されたことです。このため、今回から

「スポーツに関する事項」を削除しております。しかしながら、生涯にわ

たりスポーツに親しむ能力や関心を育てるものである学校体育については、

教育委員会が引き続き行います。このことから、深い関わりを持ちながら、

今後も市長部局と連携を図ってまいります。 

 また、平成２３年３月１１日に起きた東日本大震災及び福島第一原発事

故に対して、熊谷市も被災地や避難者への支援、計画停電や放射能対策な

ど様々な対応を行ってきました。教育委員会としても、震災後の学校施設

の安全確認や補修、福島県からの避難者を受け入れるための旧市立女子高

校での避難所の開設運営、「幼・小・中学校地震発生対策ガイドライン」の

見直しや放射線量の測定・除染等を行ってきましたが、今後も子どもたち

の安全確保のため引き続き対応してまいります。 

 

２ 点検・評価の実施方法 

⑴ 点検・評価は、その年度の施策・事業の進捗状況を総括するとともに、

課題や今後の取組の方向性を示すものとし、毎年１回実施します。 

   なお、報告書を年度途中に作成することから、個々の事業の進捗状況



 

 - 2 - 

については、可能な限り数値化に努め、平成２３年１２月１日時点で把

握する最新の数字としました。また、達成状況評価については、未実施

の事業があることや見直し等が必要な事業がある場合も考えられること

から、昨年度同様、Ａ「順調である。」、Ｂ「ほぼ順調である。」、Ｃ「一

部修正を要する。」（見直し・改善の余地がある。）、Ｄ「修正を要する。」

（見直しが必要である。）としました。 

⑵ 施策・事業の進捗状況、課題及び今後の取組の取りまとめは、教育委

員会において行いました。 

⑶ 今回の点検・評価にあたっても、その客観性を確保する観点から、次

の有識者に依頼し、御意見をいただきました。   

 ・米山  實 氏 （元埼玉県教育局管理部長） 

 ・嶋野 道弘 氏 （文教大学教育学部同大学院教育学研究科教授） 

 ・加藤 道子 氏 （弁護士） 
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第２ 熊谷教育の指針と施策（熊谷市教育振興基本計画より）  

 

１ 策定の趣旨 

 

明治２１年、市内弥藤吾に設立された『幡羅高等小学校』が、明治３１年、 

保護者向けに配布した「生徒保護者への御注意」の本文の始まりは、次のよ 

うでありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

教育は、明治のこの時代から学校・家庭・地域の連携協力によって、同一歩

調で進もうとしていました。約１００年後の現在、社会の進展は生活の利便性

を高める一方で、生活様式や家庭のあり方を変え、とりわけ子どもたちの育成

環境を大きく変えました。 

 

しかしながら、学校・家庭・地域の連携協力による同一歩調で教育を進めて

いくことの大切さは今も決して変わるものではありません。「家庭の教え」「学

校の教え」「世間の教え」のそれぞれが機能し、関わり合い支え合っていかなけ

れば、芽を出すことも、花を咲かせることも、実を結ばせることもおぼつかな

くなります。まさに「不易」のことです。 

 

 先達に学び、変えなければならないことと変えてはならないこととを見極め、

学校と家庭と地域社会とがそれぞれの役割を果たすことを基盤として、義務教

育の充実を図るとともに、各年代層の市民に対し適切な生涯学習の場を提供で

きる事業を積極的に推進してまいります。 

 

 熊谷市教育委員会は、熊谷市における中期的（５年間）な熊谷教育の指針と

施策をここに定め、時代や社会情勢の変化に適切に対応するため、先達に学び、

「不易」のことを見極めながら、教育とは何かとの原点に立ち返り、あるべき

教育を目指していきます。 

  

 拝啓 諺にも、教育の道は、家庭の教へで芽を出し、学校の教へで花が

咲き、世間の教へで実が成る、と申す程に有之候へば、学校と家庭とは、

常に相一致し、互いに力を協せ、同じ方向に、相進み小児をして、世間の

悪き風習に染ましめぬ様に致し度事に御座候、因て、左の件々申進め置候

間、朝夕深く御注意成下され度候也。 
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２ 指針と施策   

（熊谷市総合振興計画より） 基本施策 地域に根ざした教育・文化のまち 

 

重点施策 単位施策 具体的な取組 

Ⅰ学校・家庭・地

域が連携して 

子どもを育てる 

１学校・家庭・地域

が連携して子ども

を育てる 

○家庭教育学級や子育て支援講座の充実 ○親の学習講座

(親学）の推進 ○放課後子ども教室の定着・推進 

Ⅱ確かな学力（知 

・徳・体）を 

身につけさせる  

１基礎的・基本的な

学習内容を定着さ

せる 

２子どもの体力を 

向上させる 

３教職員の資質を 

向上させる 

○学力向上対策委員会の充実 ○学力向上補助員等の活用 

○授業研究会等の充実 ○「埼玉県教育に関する３つの達 

成目標（学力）」への取組 ○新体力テストの向上を目指し 

た体力向上推進委員会の取組 ○学校体育施設の整備・充

実 ○学校訪問、授業研究会の充実 ○研究委嘱等事業、 

各種研修会の充実 ○「熊谷教育の重点・努力点」を活用

した指導等 

Ⅲ安全で快適な 

学校づくりを 

進める 

１学校の建物や設備

を充実する 

○小中学校の校舎等の維持管理及び補修 ○校舎等の耐震 

補強 ○屋内運動場の改築 ○給食調理施設の整備 ○学

校の緑化 ○情報教育の推進 ○図書館図書の整備 

Ⅳたくましく心 

豊かな子どもを

育てる 

１たくましくやる気

のある子どもを育 

 てる 

２ノーマライゼーシ

ョン教育を推進する 

○「熊谷の子どもたちは、これができます！」運動への取

組 ○「埼玉県教育に関する３つの達成目標（規律ある態

度）」への取組 ○ノーマライゼーション教育の推進 ○特

別支援教育の充実 ○通級指導教室の充実 

Ⅴ魅力ある生涯

学習事業、施設

を拡充・整備す

る 

１公民館等を充実 

 する 

２図書館を充実する 

○生涯学習計画の策定 ○生涯学習講座の開設 ○生涯学 

習人材バンクの充実・活用推進 ○社会教育施設の改修整 

備 ○図書資料の整備充実 ○子ども読書活動の推進等 

Ⅵスポーツ・文化

に熱中できる 

場をつくる 

１スポーツの機会や

情報を提供する 

２文化活動の機会や

情報を提供する 

３文化財の保護・継

承を図る 

○ スポーツ、レクリエーション団体等への支援 ○ライフ 

ステージに応じたスポーツ活動の機会の拡充 ○文化芸術

団体等への支援 ○文化活動の機会、情報の発信の拡充 

○文化財の保護と活用 ○埋蔵文化財の調査報告 ○市史

編さん刊行事業 ○古文書・行政文書等の歴史資料の収集

保存事業等 

                

（熊谷市総合振興計画より） 基本施策 市民と行政が協働するまち 

 

重点施策 単位施策 具体的な取組 

Ⅶ人権尊重の 

まちをつくる 

１人権啓発を推進

し、人権意識の高

揚を図る 

○市民啓発の充実と推進  

○人権相談・生活相談の充実  

○人権問題講演会の開催 

２人権教育を推進

し、人権尊重の心

をはぐくむ 

○人権教育研修の拡充  

○集会所指導事業の充実  

○集会所施設の改修整備 



第３　「熊谷教育の指針と施策」と「熊谷教育行政　平成２３年度各課の重点事業」との関係
　　　及び点検・評価

重点施策 単位施策 担当課

教育総務課 １

⑴ 各種支援事業による支援

学校教育課 ２

⑴ 開かれた学校づくり

社会教育課 ３

⑴ 家庭教育支援事業の充実

⑵ 青少年の体験活動の実施及び奨励

学校教育課 １

⑴ 学習指導の充実

２ 国際化・情報化への対応

⑴ 国際性をはぐくむ教育の推進

⑵ 帰国・外国人児童生徒への日本語指導

⑶ 教育の情報化の推進

学校教育課 １

⑴ 学習指導の充実

⑵ 体育的活動の推進

学校教育課 １ 魅力ある学校づくり

⑴ 教職員の資質の向上

２ 国際化・情報化への対応

⑴ 教育の情報化の推進

３ 適正な人事管理

⑴ 教職員の服務規律の徹底

⑵ 教職員評価システムの活用

⑶ 臨時的任用教員の速やかな配置

教育研究所・
研究部

４

⑴ 自然体験活動に関する調査・研究

⑵ 外国語活動に関する調査・研究

⑶ 情報教育に関する調査・研究

⑷ 教育相談に関する調査・研究

⑸ 特別支援教育に関する調査・研究

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携
に関する調査・研究

⑺ 言語活動に関する調査・研究

⑻ 不登校解消対策に関する調査・研究

⑼ 教職員等への委託研究

教育研究所・ ５

研修部 ⑴ 学校経営研修

⑵ 人権教育研修

⑶ 教員等研修

⑷ 年次研修等への支援

⑸ 研究紀要の発行

教育総務課 １ 教育施設等の整備・活用

⑴ 学校施設の改築・改修等

⑵ 全小学校の普通教室にエアコンを整備

⑶ みどりのカーテンを整備

⑷ 学校施設の耐震化の推進

⑸ 太陽光発電設備の設置

⑹ 学校施設の有効活用

教育総務課・ ２ 生涯生きてはたらく健康教育の推進

学校教育課 ⑴ 学校安全の充実

⑵ 学習環境の充実 Ａ 29

重　点　事　業

教職員の資質と指導力の向上を図る研修

たくましい体と豊かな心の育成を目指した
学校体育の推進

教育経費への経済的支援

魅力ある学校づくり

生涯学習の推進

魅力ある学校づくり

教育活動の一層の充実を図るための調
査・研究

熊谷教育のウリ（特色） 評価 ページ

学力向上補助員の配置 Ａ

Ｂ

Ｂ

校庭の芝生化
太陽光発電設備の設置

Ｂ

Ａ

Ａ放課後子ども教室の推進

Ｂ

25
教育課題に対応する各種研
修会、年次教員研修

Ｂ

２　子どもの
体力を向上さ
せる

Ｂ

Ｂ

8

9

11

13

28Ａ

15

17

21

23

ALTの配置、小学校英語活
動の実施

熊谷教育行政　平成２３年度各課の重点事業熊谷教育の指針と施策

１　学校・家
庭・地域が連
携して子ども
を育てる

１　学校の建
物や設備を
充実させる

Ⅲ　安全で
快適 な学
校づくりを
進める

Ⅰ　学校・
家庭・地域
が連携して
子どもを育
てる

１　基礎的・
基本的な学
習内容を定
着させる

19

20

Ⅱ　確かな
学力（知・
徳・体）を身
につけさせ
る

３　教職員の
資質を向上さ
せる 各調査研究リーフレット作成 A

「熊谷教育 指導の重点・努
力点」作成

A

26
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重点施策 単位施策 担当課 重　点　事　業
熊谷教育のウリ（特色） 評価 ページ

熊谷教育行政　平成２３年度各課の重点事業熊谷教育の指針と施策

学校教育課 １ 豊かな心の育成

⑴ 道徳教育の充実

⑵ 体験活動の推進

⑶ 教育相談活動の推進

⑷ 地域に根ざした生徒指導の推進

⑸ 生き方指導の充実

⑹ 読書活動の推進

教育研究所・
教育相談部

２

⑴ 不登校児童生徒等への相談対応及び
支援

⑵ 適応指導教室（さくら教室）における相
談及び指導

教育総務課 ３

⑴ 学校保健の充実

⑵ 学校給食の充実

４

⑴ 栄養バランスの取れた給食の提供

⑵ 地産地消に配慮した食材の選定

⑶ 食育の推進

⑷ アレルギー児童・生徒の対応

５ 衛生管理の徹底

⑴ 学校給食衛生管理基準に基づく適切な
運営管理

⑵ 給食材料の購入と適切な管理

教育研究所 １ 魅力ある学校づくり

⑴ 特別支援教育の充実

教育研究所・
教育相談部

２

⑴ 児童生徒の実態に応じた適切な就学相
談

⑵ 効果的な支援籍学習の推進

⑶ 特別支援学級に対する指導及び助言

⑷ 通級指導教室(ことば・聞こえ、発達・情
緒)における相談及び指導

⑸ 発達障害を含む障害のある児童生徒等
への相談及び支援

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携
社会教育課・ １ 生涯学習の推進

公　民　館 ⑴ 生涯学習計画の策定

⑵ 生涯学習の機会提供の充実

⑶ 社会教育施設、設備の充実

⑷ 社会教育指導体制の充実及び指導者・
職員の資質向上

⑸ 社会教育関係団体との連携

公　民　館 ２

⑴ 学級講座学習計画の充実

⑵ 総合講座の内容の充実と推進

⑶ 学習活動グループへの支援・育成

⑷ 現代の課題に対する理解と認識を深め
る講座の充実

⑸ 市内公民館の組織の強化と事業の充
実

⑹ 教育・行政・産業等関係機関との連携と
職員の資質向上

生涯学習振興のための先導的取組の推
進

児童生徒の実態に応じた就学相談と教育
上の諸問題に対する支援

生涯生きてはたらく健康教育の推進

給食調理等の充実
Ⅳ　たくまし
く心豊かな
子どもを育
てる

Ⅴ　魅力あ
る生涯学習
事業、施設
を拡充・整
備する

１　たくましく
やる気のある
子どもを育て
る

児童生徒の実態に応じた就学相談と教育
上の諸問題に対する支援

Ｂ

Ｂ

B

Ａ

Ｂ

受動喫煙検診、小児生活習
慣病予防検診

支援籍学習、通級指導教
室、幼保小連携、さくら教室

Ｂ

Ｂ

30

39

38

支援籍学習、通級指導教
室、幼保小連携、さくら教室

45

１　公民館等
を充実する

２　ノーマライ
ゼーション教
育を推進する

A

39

40

42

「熊谷の子どもたちは、これ
ができます！」4つの実践と
「３減運動」の取組

Ａ

35

34
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重点施策 単位施策 担当課 重　点　事　業
熊谷教育のウリ（特色） 評価 ページ

熊谷教育行政　平成２３年度各課の重点事業熊谷教育の指針と施策

図　書　館 １

⑴ 資料の整備充実

⑵ 子ども読書活動の推進

⑶ 利用者へのサ－ビスの拡充

２ 地域読書活動の支援

⑴ 学校図書館支援事業の推進

⑵ 移動図書館サービスの推進

⑶ 福祉配本事業の拡充

３

⑴ 資料の整備及び施設等の環境整備充
実

⑵ 展示事業の充実

⑶ 講座等の開設による学習機会の拡充

社会教育課 １ 生涯学習の推進

⑴ 芸術文化の充実

プラネタリウ
ム

２ 妻沼、大里、江南地域へのＰＲ

館 ⑴ 幼児用新番組の制作とパンフレット送
付

⑵ 天体観察会の案内と実施

３

⑴ 小学４年生用番組の制作

⑵ 小学６年生用番組の制作

⑶ 中学３年生用番組の制作

⑷ 理科学習（天文）用補助教材資料の作
成

社会教育課 １

⑴ 文化財の保護と活用の充実

⑵ 埋蔵文化財の保護と活用の充実

⑶ 文化財保護思想の普及・啓発事業の充
実

⑷ 江南文化財センターの管理、運営の充
実

⑸ 星渓園の管理、運営の充実

２

⑴ 市史編さんに関する調査・研究

⑵ 行政文書の収集・保存

社会教育課 １

⑴ 市民啓発の充実と推進

学校教育課 １

⑴ 人権教育の充実

教育研究所・ ２

研修部 ⑴ 人権教育研修

社会教育課 ３ 人権教育の推進

⑴ 集会所施設、設備の充実

⑵ 集会所指導事業の充実

⑶ 人権教育指導者の養成

⑷ 公民館における人権教育の推進

⑸ 各種団体及び企業における人権教育の
推進

⑹ 人権教育関係団体との連携

※評価
達成状況評価とします。
Ａ　・・・　順調である。
Ｂ　・・・　ほぼ順調である。
Ｃ　・・・　一部修正を要する。
Ｄ　・・・　修正を要する。

図書館利用の促進

美術・郷土資料展示室、教育普及活動の
推進

Ⅴ　魅力あ
る生涯学習
事業、施設
を拡充・整
備する

文化財の保護・継承

２　図書館を
充実する

学習指導要領改訂に合わせた学習投影
番組の制作

Ａ

Ａ

Ｂ

教職員の資質と指導力の向上を図る研修

基本的人権の尊重

人権教育の推進

市史編さん事業の推進

Ａ

Ａ

地域伝統芸能「今昔物語」
開催

Ｂ

Ｂ

郷土の歴史・文化・芸術を発
掘し、全国に発信

32年間継続しているプラネタ
リウム学習投影

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

民俗基礎調査報告書及び熊
谷市史研究の刊行

65

65

59

47

57

58

Ⅶ　人権尊
重のまちを
つくる

１　文化活動
の機会や情
報を提供する

２　文化財の
保護・継承を
図る

Ⅵ　文化に
親しむ場を
つくる

１　人権啓発
を推進し、人
権意識の高
揚を図る

２　人権教育
を推進し、人
権尊重の心
をは ぐくむ

62

53

51

66

67

56
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重点施策Ⅰ・単位施策１ 【教育総務課】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成 20年度Ｂ・平成 21年度Ｂ・平成 22年度Ｂ 

１ 教育経費への経済的支援 

 ⑴ 各種支援事業による支援 

 経済的理由によって就学等が困難と認められる家庭の児童、生徒等の私立幼稚

園、小・中学校、高校、大学等に係る教育費について、就園奨励、就学援助、育

英資金貸付事業等により、経済的な支援を行う。 

【取組状況】 

⑴ 各種支援事業による支援 

各事業の実施にあたり、認定者や資格者等に関する基準を設け、所得状況の

把握などを行い、適正な運営に努めている。 

ア 就園奨励事業 

㋐ 事業内容 

私立幼稚園が保育料の一部を保護者の所得に応じて減免した場合に、私

立幼稚園へ補助金を交付し、保護者の経済的負担の軽減と公・私立幼稚園

間の保護者負担の格差是正を図り、幼稚園への就園を奨励し、幼稚園教育

の普及・充実を図っている。 

㋑ 就園奨励補助金交付の状況  

年  度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３（見込み） 

在園者数（５月１日） ２，５３７人 ２，４６３人 ２，５０９人 

交付者数 １, ８０１人 １，９３０人 １，９５０人 

割  合 ７１．０％ ７８．４％ ７７．７％ 

イ 就学援助事業 

㋐ 事業内容     

経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒の保護者に対して、

就学費用の一部を援助することにより、義務教育の円滑な実施を図ってい

る。 

㋑ 就学援助の状況 

校  種 小 学 校 中 学 校 

年  度 Ｈ２１ Ｈ２２ H23(見込み) Ｈ２１ Ｈ２２ H23(見込み) 

全児童数 11,064人 10,868人 10,674人 5,776人 5,545人 5,470人 

認定者数 1,256人 1,263人 1,307人 724人 735人 773人 

割  合 11.4％ 11.6％ 12.2％ 12.5％ 13.3％ 14.1％ 

ウ 育英資金貸付事業 

㋐ 事業内容     

経済的理由により、高等学校以上の学校への進学が困難な者に対し、学

資を貸与して、その才能の育成を図っている。 
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貸与額 

高等学校・高等専門学校・専修学校高等課程…月額 1万５千円以内 

大学（短大を含む。）・専修学校専門課程  …月額３万円以内 

㋑ 育英資金新規貸付の状況 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

高校生 ６人 ５人 １人 

大学生 ２３人 ２０人 １４人 

合 計 ２９人 ２５人 １５人 

エ 入学準備金貸付事業 

㋐ 事業内容 

高等学校等に入学する者のため、その入学に要する資金の調達が困難      

な保護者に対して入学準備金を貸し付けることにより、保護者の経済的負

担の軽減を図り、教育の振興を図っている。 

貸与額  

高等学校・高等専門学校・専修学校高等課程…２５万円以内 

大学（短大を含む。）・専修学校専門課程  …５０万円以内 

㋑ 入学準備金新規貸付の状況 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

高校生 ２人 ２人 年度末に実施

予定 大学生 ８人 ４人 

合 計 １０人 ６人 

【評価】  評価Ｂ 

就園奨励等、教育経費への経済的支援は、その達成目標となるような数値を設

定しにくいため、評価が難しいが、現行の制度内において適正に対応しているこ

とから、「順調」であるといえる。 

ただし、厳しい経済不況が続く中で、「短期間に急激に経済的困難に陥った世

帯」及び「経済的に困窮する世帯の増加 (滞納額の増加)」に対する対応が大き

な課題となっている。 

【今後の取組】 

  事業の周知・充実に努め、教育を受ける機会の均衡を図っていく。また、育英

資金貸付、入学準備金貸付の滞納額の増加に対しては、これを解消する具体策を

検討し、実施していくものとする。 

重点施策Ⅰ・単位施策１ 【学校教育課】 

【重点事業】評価 A 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ａ・平成22年度Ａ 

２ 魅力ある学校づくり   

⑴  開かれた学校づくり 

学校評価実施と公表、学校評議員制度の活用、学校応援団の活用、学校教育

支援者の活用 
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【取組状況】 

⑴ 開かれた学校づくり 

  ア 学校評価の実施と公表           

すべての小・中学校で自己評価を実施し、ホームページや学校便り等を活

用して、その結果を保護者や地域の方に公表している(学期末に予定を含む。)。 

校  種 小  学  校 中 学 校 

年  度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

市 内 学 校 数 ３０校 ２９校 ２９校 １７校 １７校 １６校 

ホームページ １１校 １１校 １５校 ５校 ５校 ９校 

学 校 便 り 等 ２９校 ２８校 ２９校 １７校 １５校 １６校 

地域の掲示板等 ０校 １校 ８校 １校 ０校 ４校 

説 明 会 等 ８校 １１校 １７校 ２校 ３校 １２校 

※ 平成２２年度の小学校１減と平成２３年度の中学校１減は休校のため。 

  学校数については、以下同様。 

イ 学校評議員制度の活用 

すべての小・中学校で、地域の方５名以内に対して学校評議員を委嘱して

いる。年２～３回開催している運営委員会やフリー参観、運動会などの機会

を通じて、各学校の自己評価に対する評価や個々に学校経営や運営について

の意見を聴くなどして、学校運営に反映させている。 

  ウ 学校応援団の活用 

    校区連絡会を中心とした学校応援団に学校応援コーディネーターを配置

し、組織を整備した。登下校の見守り、環境整備、学習支援、部活動等の指

導補助の活動を行った。また、学校支援ボランティア募集パンフレットを各

小・中学校の全家庭に配付し、学校応援団の啓発に努めた。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

市内小学校数 ３０校 ２９校 ２９校 

学校応援団が組織されている小学校 ３０校 ２９校 ２９校 

市内中学校数 １７校 １７校 １６校 

学校応援団が組織されている中学校 １２校 １７校 １６校 

  エ 学校教育支援者の活用 

学校の多様な教育活動や体験活動の充実を図るため、地域の方々の協

力・支援による授業を小学校は１学級につき２回実施し、中学校は１学級

につき１回実施している。 

 

【評価】  評価Ａ 

学校評価の公表では、いくつかの方法で情報発信し、説明会を開くなどしてい

る学校が増えている。 

各学校では、学校評議員に、定例の会議だけでなく、各行事等を通じて積極的
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なかかわりを持っていただく機会を増やし、学校経営や運営についての意見を聴

くなどして学校運営に反映させている。 

すべての学校で学校応援団が組織され、行事だけでなく日々の学習活動等、多

くの機会で学校とのかかわりを持ってもらい、学校・家庭・地域が一体となった

取組が進められている。 

 

【今後の取組】 

学校評価の質的改善を図り、地域の実態に応じて学校評議員制度を効果的に活

用するとともに、学校評議員との意見交換の場として、各種行事等において今後

も意見を聴く等のかかわりをもち、より一層開かれた学校づくりを進めていく。 

学校応援団の活用に関しては、各学校の実態に応じ、学校応援コーディネータ

ーを中心とした組織の活性化を更に図る。 

学校教育支援者の活用に関しては、祭りのお囃子等の地域の伝統文化や農業体

験活動等の内容も充実させ実施していく。 

 

 

重点施策Ⅰ・単位施策１ 【社会教育課】 

【重点事業】評価Ａ 評価の推移 平成 20年度Ａ・平成 21年度Ａ・平成 22年度Ａ 

３ 生涯学習の推進 

  ⑴ 家庭教育支援事業の充実 

  ⑵ 青少年の体験活動の実施及び奨励 

家庭教育に関する講座の充実や子どもの体験学習の場づくりを推進すると

ともに、学校・家庭・地域の連携を図れるよう環境づくりを進める。 

【取組状況】 

⑴ 家庭教育支援事業の充実 

 ア 家庭教育講座や子育て支援講座等の充実 

  ㋐ 事業内容 健全な家庭教育を支援するため、小・中学校及び未就学児の

保護者を対象に講座を開設している。 

 ㋑ 実施状況（家庭教育等講座） 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在） 

実施回数 ６３回 ６５回 ３７回 

参加者数 ４，７０１人 ４，４９５人 ２，００４人 

イ 親の学習講座の推進 

  ㋐ 事業内容 中学生を対象にした「親になるための学習」講座、保護者を

対象とした「親が親として育ち、力を身につけるための学習」

講座を開設している。 
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  ㋑ 実施状況（親の学習講座） 

     生 徒 保護者 

年  度 Ｈ２１ Ｈ２２ 
Ｈ２３ 

(12.1現在) 
Ｈ２１ Ｈ２２ 

Ｈ２３ 

(12.1現在) 

実施回数 ２９回 ８５回 ２５回 ４４回 ５６回 ３２回 

参加者数 3,741人 2,793人 848人 2,673人 3,566人 1,652人 

⑵ 青少年の体験活動の実施及び奨励 

 ア 放課後子ども教室の推進 

  ㋐ 事業内容 未来の熊谷をつくる心豊かでたくましい子どもたちを社会

全体で育むため、学校・家庭・地域が一体となり、小学生を対

象に、学校や地域の社会教育施設等で、放課後や週末の時間に、

学習、文化活動、スポーツ活動、地域の方との交流等を行って

いる。 

  ㋑ 実施状況 市内２９の全小学校区に設置している「放課後子ども教室運

営委員会」に、地域の協力者をコーディネーター、安全管理員

又は学習アドバイザーとして配置し、各小学校区において運営

等を支援している。 

    放課後子ども教室 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３（12.1現在） 

開催校 ３０校 ２９校 ２９校 

実施回数 ４５７回 ４７０回 ３３９回 

  イ 子どもセンター事業の充実 

   ㋐ 事業内容 地域における子どもたちの体験活動の機会の充実並びに家庭

教育支援に関する情報収集・提供及び相談・紹介を行っている。 

   ㋑ 実施状況 子ども広報誌「くまがやキッズ」の発行（年 6回、各 18,000

部）の他、体験的事業を実施している。 

○ウィークエンドサイエンス 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３（12.1現在） 

回  数 １６回 １３回 １２回 

参加者数 ９９２人 １，０２１人 １，０５８人 

○夏休み＆秋休みわくわく探検隊 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

回  数 ６回 ７回 ６回 

参加者数 １４７人 １０５人 １２９人 

○本とのふれあい事業（小学校の放課後等で実施） 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３（見込み） 

回 数 等 １８校１０８回 １８校１１３回 ２０校１２９回 

参加者数 ６，８７２人 ７，１３２人 ８，５７７人 
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【評価】  評価Ａ 

⑴  全ての小・中学校において、保護者を対象に「家庭教育に関する講座」を開

設した。また、親の学習講座では、学校の授業を通じて全中学校の３年生を中

心に「親になるための学習」を行った。 

 ⑵ 放課後子ども教室は、地域の方々の協力によりすべての小学校区で実施され、

宿泊体験・農業体験・社会文化体験等、各地域で特色ある活動ができ、安全安

心の居場所作りとともに、子どもたちと地域の方との交流も図られた。 

   また、各運営委員等を対象とした研修会を２度開催し、事業の啓発とともに

指導者の資質向上を図った。 

   子どもセンター事業では、年６回の「くまがやキッズ」での情報発信及びウ

ィークエンドサイエンス・わくわく探検隊での体験活動を通して、親子で体験

する機会を提供することができ、参加者数が微増した。 

【今後の取組】 

⑴ 今後とも、学校・講師と連携を図り、講座の受講者に対し、家庭教育に関す

る講座、体験の機会、保護者同士の交流・情報交換の場等を設け、知識・情

報の提供に努める。 

⑵ 放課後子ども教室では、各地域の指導者に対して情報提供や充実した研修会

を開催することで、指導者同士の横のつながりを強め、活動の幅を広げていく。 

  子どもセンター事業では、関係機関・諸団体と連携をとるとともに地域の教

育力を発掘し、更なる体験活動の充実を図り、子どもたちの活動を支援する。 

 

重点施策Ⅱ・単位施策１ 【学校教育課】 

【重点事業】評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ａ・平成22年度Ａ 

１ 魅力ある学校づくり 

⑴  学習指導の充実 

 学力向上対策の推進、学校研究課題に基づく校内研修への支援、学力向上テ

キストの配付と作成、学力向上補助員の活用、小学校理科支援員の活用、「教

育に関する３つの達成目標（学力）」「埼玉県小・中学校学習状況調査」の活用

への取組 

【取組状況】 

 ⑴ 学習指導の充実 

ア 学力向上対策の推進 

     二学期制の実施により、各学校では、指導と評価の一体化を図るための通

知票を作成し、児童生徒の学力向上対策を推進している。  

イ 学校研究課題に基づく校内研修への支援 

    各学校における校内授業研究会に、指導主事や熊谷市教育委員会指導委員

を派遣し、研究課題の解決に向けた指導を継続的に行っている。 
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 指導主事・熊谷市教育委員会指導委員の派遣回数 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３（12.1現在） 

派遣回数 １１４回 ９７回 ７５回 

ウ 学力向上テキストの配付と作成 

    国語・算数（数学）の基礎的・基本的な学習内容の確実な定着を図るため、

小学校では、平成２１年度に作成したテキストの内容を改訂し、全４年生に

配付し、中学校では、テキストを作成し、全生徒に配付した。 

エ 学力向上補助員の活用        

        学力向上補助員を増員し、すべての学校に配置している。また、学力向上

のため、重点的に、学力向上が必要とされる学校には２名配置している。 

年 度 Ｈ１６ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

配置人数 ２５人 ５２人 ５４人 ５６人 

オ 小学校理科支援員等配置事業 

    配置希望校の内、未配置９校を含む１４校に理科支援員を配置し、５・６

年生の理科授業に活用し、教員の支援を行っている。 

 

 

 

 

 

カ 「教育に関する３つの達成目標（学力）」への取組  

      「読む・書く・計算」の基礎・基本の徹底を図るために、実態に応じて、

授業改善、繰り返し学習、過去問題の活用、漢字検定、計算（数学）検定

等を実施している。 

 

 

 

 

 

 

キ 「埼玉県小・中学校学習状況調査」の活用（平成２３年度） 

  小学校 中学校 

教科 国語 社会 算数 理科 国語 社会 数学 理科 英語 

市 76.0 80.3 77.8 78.5 73.2 69.9 62.7 59.7 54.9 

県 71.9 77.7 72.4 71.9 71.2 66.8 58.7 53.8 52.8 

   各校の課題を踏まえた学力向上対策に取り組み、本年度における本市の平均 

正答率は、すべての科目について県を上回る結果となった。なお、表中の数値

は、各教科における「思考力」や「知識理解」などの観点別の達成率を平均し

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

配置校数   １５校  １４校 １４校 

配置人数   １５人  １４人 １４人 

支援回数 １，８００回 ７５０回 １，７１６回 

 市・県別 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

小学校 
市平均正答率 ９３．７％ ９５．３％ ９６．８％ 平成２４

年１月下

旬に実施 

県平均正答率 ９１．８％ ９３．２％ ９４．２％ 

中学校 
市平均正答率 ８７．５％ ８７．１％ ９２．２％ 

県平均正答率 ８６．７％ ８６．３％ ９１．１％ 
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た数値である。 

【評価】  評価Ａ 

学力向上テキストを配付し、授業と家庭学習での活用を図り、繰り返し学習や

家庭での学習の習慣化を図っている。また、学力向上補助員の活用や理科支援員

の配置により、児童生徒一人一人にきめ細かな指導や観察・実験の充実など授業

の質を向上させることができた。 

本市の「教育に関する３つの達成目標」及び「埼玉県小・中学校学習状況調査」

の結果は、すべて県の平均を上回り、本市の学力向上の取組は確実に成果を上げ

ているといえる。 

本市、県ともに「教育に関する３つの達成目標」の平成２３年度達成目標値を

小・中学校とも９５％に設定しており、小学校については目標値を達成している。

中学校では、平成２０年度より６％向上しているが、達成まであと２．８％であ

る。 

【今後の取組】 

熊谷市学力向上対策委員会を中心に、小学校での学習内容がどの程度身につい

ているかを把握するための学習到達度調査（中学１年の４月に実施する。）の結

果から生徒の学力の実態を把握・分析し、作成した報告書を活用し、確実な学力

の向上を図っていく。 

学力向上テキストについては、内容を検討した上で増刷するとともに、家庭で

の活用とともに、特に授業における効果的な活用について研究し、市内小・中学

校に広めていく。 

また、今後も学力向上補助員を各学校の実態に応じて計画的に配置し、児童生

徒のきめ細やかな指導を充実し、さらなる学力向上を目指す。理科支援員配置（小

学校）については、希望のあった学校の中から必要性の高い学校に優先的に配置

する。 

 

重点施策Ⅱ・単位施策１ 【学校教育課】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

 ２ 国際化・情報化への対応     

⑴  国際性をはぐくむ教育の推進 

英語指導助手（ＡＬＴ）との協同授業の充実、ＡＬＴの小学校訪問及び外国語

活動の充実 

⑵ 帰国・外国人児童生徒への日本語指導 

  日本語指導臨時職員の配置によるきめ細かな指導 

⑶ 教育の情報化の推進 

コンピュータ等を活用した情報教育の推進 

【取組状況】 

⑴  国際性をはぐくむ教育の推進 
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ア 英語指導助手(ＡＬＴ)との協同授業の充実 

       すべての小・中学校にＡＬＴを配置し、協同授業を実施している。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

配置（ＡＬＴ）人数 ２１人 ２１人 ２１人 

    イ ＡＬＴの小学校訪問及び外国語活動の実施            

平成２２年度から全小学校５・６年生に対して、年間３５時間以上の外国

語活動を実施している。 

 ⑵ 帰国・外国人児童生徒への日本語指導 

日本語指導臨時職員の配置によるきめ細かな指導 

     帰国・外国人児童生徒を対象に、日本語指導臨時職員を派遣し、日本語指導

及び学校生活への適応指導に当たっている。 

⑶ 教育の情報化の推進 

コンピュータ等を活用した情報教育の推進 

   すべての児童に「くまがやコンピュータ学習カルテ」を配付し、小学校での

コンピュータ活用における指針を示した。また、「熊谷市児童生徒コンピュー

タ活用学習作品展」を実施し、成果を発表する場を設定した。 

【評価】  評価Ｂ 

    すべての小・中学校において、英語指導助手（ＡＬＴ）との協同授業体制が整

っている。日本語指導を必要とする児童生徒全員に対して、日本語指導臨時職員

を派遣することができた。情報モラル教育については、「くまがやコンピュータ学

習カルテ」の内容に沿って、情報教育における調査研究協力員がまとめた指導事

例等の活用を推進することができた。「くまがやコンピュータ学習カルテ」を参考

に、コンピュータ操作のスキルアップを図る授業を推進できた。コンピュータ活

用作品展への参加が約６割であった。 

【今後の取組】 

⑴ 英語指導助手(ＡＬＴ)をすべての小・中学校に、引き続き配置していく。 

  また、国際性を育む教育を推進するに当たっては、母国語である日本語の学

習指導を充実させる必要がある。そのためには、国語科の授業を中心に、確か

な言語能力や伝統的な言語文化に親しむ態度を育成していく。 

⑵ 各学校からの要請に基づき、日本語指導臨時職員を必要に応じて派遣する。 

⑶ コンピュータの学習活動における効果的な活用を推進するとともに、情報モ

ラル教育の充実に向け「くまがやコンピュータ学習カルテ」の内容を検討する。

また、校長会や教頭会をはじめ、情報主任会などを通して、情報教育の啓発を

図る。作品展については、中学校の参加校を増やし、多くの児童生徒の学習成

果の発表の場とするとともに、児童生徒の励みになるように、優秀賞などの賞

を設けることを検討する。 
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重点施策Ⅱ・単位施策２ 【学校教育課】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

１ たくましい体と豊かな心の育成を目指した学校体育の推進 

⑴  学習指導の充実 

⑵ 体育的活動の推進 

【取組状況】 

⑴ 学習指導の充実  

ア 児童生徒が自発的､自主的に学習する授業の実践 

㋐ 事業内容 

学校訪問や授業研究会で、児童生徒一人一人が運動の特性や魅力に応じ

て、楽しさや喜びを味わえるような学習指導のあり方について、指導・支

援を行う。 

㋑ 実施状況 

三尻中学校が、平成２１・２２年度埼玉県体力向上推進校として、平

成２３年度関東中学校保健体育研究協議会で研究成果を資料発表した。

また、「埼玉・教育ふれあい賞」を受賞した。 

他に、県保健体育課訪問（大里中）における授業研究や学校訪問にお

ける分科会での指導助言、体育授業研究会の開催(熊谷西小・久下小・秦

小・妻沼小・大里中・妻沼西中)等を行っている。 

体力向上広報新聞「やく動」で、授業実践及び体力向上策の情報提供

（年に６回発行予定）を行っている。 

イ 基礎、基本の確実な定着及び体力向上をめざした学習指導の推進 

㋐ 事業内容 

学習指導要領の内容に沿った体育授業の取組及び体力向上を目指した授

業実践の指導を行っている。 

㋑ 実施状況 

学習内容を明確にした学習指導案の作成 

埼玉県が作成したすくすくプログラム・ステップアッププログラムの活

用充実の推奨 

「熊谷市児童生徒の体力向上をめざして」の継続発刊 

ウ 指導者研修の充実 

㋐ 事業内容 

教員の資質向上のために、小学校体育実技研修会、研究授業・研究協議

会の充実を図っている。 

㋑ 実施状況 

体育実技講習会の実施（体つくり運動・陸上運動・ボール運動・水泳等）  

小学校体育研究協議会の実施（器械運動系・保健・ボール運動系） 

中学校保健体育研究協議会の実施（年間指導計画・体つくり運動・保健
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学習） 

⑵ 体育的活動の推進 

ア 各学校の体力向上推進委員会を中心とし、達成目標を明確にした組織的・

計画的な体力向上の取組 

㋐ 事業内容  

日々の体育授業や運動部活動を充実し、家庭・地域と連携しながら体力・

運動能力の向上に向けた取組を行う。運動部活動においては、外部指導者

４２名を派遣している。また、各学校の体力向上推進委員会の活性化を図

っている。 

㋑ 実施状況 

体力向上推進委員会の開催  開催数３回  

新体力テストで県平均を上回った割合 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

県平均を上回った項目

（小学校９６項目中） 

５８項目 

６０．４％ 

５７項目 

５９．４％ 

６２項目 

６４．６％ 

県平均を上回った項目

（中学校４８項目中） 

３０項目 

６２．５％ 

３２項目 

６６．７％ 

２０項目 

４１．７％ 

イ 熊谷市児童生徒体力向上委員会における体力向上の取組 

㋐ 事業内容 

熊谷市児童生徒体力向上推進委員会において、逆上がり実態調査や持久

走についての調査研究を行っている。また、地域と連携して運動部活動に

外部指導者を派遣している。 

㋑ 実施状況   

小学校では、逆上がりの過去５年間の調査分析をし、現状と傾向を把握

した上で、効果的な手立てを講じている。 

中学校では、持久走での実践研究について情報交換している。 

【評価】  評価Ｂ 

⑴  学習指導の充実 

      埼玉県体力向上推進校として平成２３年度関東中学校保健体育研究協議

会「総則」での発表（三尻中）や北部管内・保健体育研究協議会（大幡中、

大里中、妻沼東中）、県保健体育課訪問（大里中）、小中学校体力向上推進委

員会授業研究会（妻沼西中）で公開授業・研究協議が行われ、広く研究成果

を発表することができた。 

授業研究会の指導案検討や研究協議会に向けた課題研究が、授業者・発表

者だけでなく他校の体育担当者と共同で進められたことにより、指導者同士

の連携と研修が深められた。特に、参加対象者の年齢が若くなってきている

ことを踏まえた運営ができ、学習指導の質的向上が図られた。 

中学校では、新学習指導要領の全面実施に向けて、評価基準が盛り込まれ
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た年間指導計画を作成した。 

 ⑵ 体育的活動の推進 

    小学校では、全校で、業前又は業間に体力向上のための時間を設定し、体

力の向上が図られた。中学校では、部活動を中心に体力づくりに努めている。 

   新体力テストの結果、県との比較では、本市の方が上回っている項目がやや

多いが、男女別・学年別に分析すると、小・中学校とも努力が必要な状況で

ある。 

   小学校の逆上がり調査では、年２回調査を行うことにより、１回目の結果

をもとに、各学校で逆上がり教室等の工夫した取組を行い、２回目の調査結

果では達成率が向上している。 

中学校の持久走は、中一男子を除き上昇傾向であった。 

【今後の取組】 

 学習規律の確立を引き続き取り組ませ、小学校では運動量の確保並びに運動

の楽しさや喜びを十分味わわせ、運動好きな児童を育てること、中学校では、

体力及び運動技能を高めて、運動を得意にさせるための授業を実践するために、

学習課題を明確にした授業や、指導力の育成のための資料の提供と研修を充実

させる。更に、食育教育を含めた授業の充実をめざすとともに、授業以外でも

運動に親しむ機会を設け、体力向上の取組を推進していく。また、前年度の県

と市の平均を比較し、県平均より劣っている「投力・走力」を市の重点項目と 

して、研究を進める。 

 

 

重点施策Ⅱ・単位施策３ 【学校教育課】 

【重点事業】評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

１ 魅力ある学校づくり     

⑴ 教職員の資質の向上 

  学校訪問・各種研修会・授業研究会等の充実、研究委嘱事業の推進、熊谷市教

育研究会への支援、「熊谷教育 指導の重点・努力点」を活用した指導 

【取組状況】 

 ⑴ 教職員の資質の向上 

ア 学校訪問・各種研修会・授業研究会等の充実   

    公立の幼稚園及び小・中学校をすべて訪問し、学校経営をはじめ、１時

間ごとの学習内容を明確にした授業が行えるよう指導・支援を行っている。

また、夏季休業中を中心に、教職員の資質向上のための研修を実施してい

る。 

イ 研究委嘱事業の推進 

○ア  平成２３年度熊谷市教育委員会研究委嘱校 

  研究委嘱の期間を２年間とし、毎年１６校で実施している。 
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        小学校 中学校 

学習指導 ６校 ４校 

人権教育 ２校 ２校 

心豊かな人づくり 1校 1校 

○イ  平成２３年度文部科学省道徳教育総合支援事業・埼玉県教育委員会委嘱 

道徳教育研究推進モデル校 別府小学校・吉岡中学校 

○ウ  平成２２・２３年度文部科学省指定校 

人権教育開発事業 奈良中学校 

ウ 熊谷市教育研究会への支援 

    各教科等の主任会や学習指導研究協議会では、新学習指導要領の全面実施

に向けた最新の教育情報等を提供し、各学校の教育課程編成や教材研究等へ

の指導・助言をしている。 

エ 「熊谷教育 指導の重点・努力点」を活用した指導 

    学校訪問や校内研修会等の機会を捉えて、「生きる力をはぐくむ教育の推

進」を目指し、「知・徳・体のバランスのとれた教育」を推進するための指導

指針として示している。 

【評価】  評価Ａ 

熊谷市研究委嘱校の職員が一丸となって自校の課題解決を行ったことで、学力

が向上し、豊かな心を育むことができた。また、発表校の実践が他校の取り組み

への一助となった。 

熊谷教育の重点を明確にしたことで、一貫性のある指導をすることができた。 

【今後の取組】 

 ⑴ 本年度と同様に、学校課題の解決に向けた研究委嘱を行う。 

⑵ 各教科等の主任と連携を図り、新学習指導要領全面実施に向けたスムーズな

移行が行われるように支援する。 

⑶ 学校訪問等で明らかになった課題を基に、「熊谷教育 指導の重点・努力点」

の内容を見直し、「熊谷市教育振興基本計画」の実現に向けた努力をしていく。 

 

重点施策Ⅱ・単位施策３ 【学校教育課】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

２ 国際化・情報化への対応    

⑴  教育の情報化の推進 

  研修会等による操作技能・指導力の向上 

【取組状況】 

⑴ 教育の情報化の推進 

コンピュータの操作技能及び情報教育に係わる指導力の向上のために、情報

モラル・セキュリティ研修会、プレゼンテーションソフト活用研修会、ホーム

ページ作成研修会、表計算ソフト活用研修会を実施した。合計で延べ１２７名



  

 - 21 - 

の教員が参加した。 

 

【評価】  評価Ｂ 

参加者に対してマンツーマンに近い指導ができているので、参加者は密度の濃

い研修を行った。特にモラル研修、ホームページ研修では、総合教育センターの

指導主事に指導を依頼し、充実した研修にすることができた。ホームページ研修

では、ネットコモンズの研修を行うことができた。また、セキュリティ管理の研

修会を情報主任会とタイアップして実施することができた。しかし、プレゼンテ

ーションソフト活用研修会の受講希望者数が少ないのが課題である。 

【今後の取組】 

今後も、教職員の実態に応じて操作技能・指導力の向上のための研修会を実施

していく。総合教育センンターの指導主事に指導者の依頼をする等、より専門性

の高い指導者を招いて、内容を充実させていく。また、プレゼンテーションソフ

ト活用研修会では、授業で活用できる資料の作成など、ニーズに対応した研修へ

と改善していく。また、各学校のコンピュータシステムのセキュリティ管理につ

いての研修会を今後も実施していく。 

 

 

重点施策Ⅱ・単位施策３ 【学校教育課】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

３ 適正な人事管理     

⑴ 教職員の服務規律の徹底 

⑵  教職員評価システムの活用 

⑶ 臨時的任用教員の速やかな配置 

【取組状況】 

 ⑴ 教職員の服務規律の徹底 

ア 教職員事故の絶無を期し、定例・臨時校長会を開催し、教職員の服務規律

の周知徹底を指示した。また、各小・中学校では、教職員の心の健康の保持

増進を図るため、教職員のメンタルヘルス研修会を実施した。 

［Ｈ２１年度］ 研修会及び主な研修内容 小学校 中学校 

メンタルヘルス研修会基礎編（新任管理職） 

・職場のメンタルヘルスと管理職の役割についての理解 

・教職員メンタルヘルスの現状と課題 

 

６人 

 

１人 

メンタルヘルス研修会応用編 (希望管理職) 

・あなたの職場のメンタルヘルス 

・管理職がやること、管理職だけではできないこと 

 

７人 

 

４人 

職場におけるメンタルヘルスの役割研修会（教職員） 

教職員メンタルヘルスの現状と課題 ５２人 ７１人 
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［Ｈ２２年度］研修会及び主な研修内容 小学校 中学校 

メンタルヘルス研修会（管理職） 

「職場のメンタルヘルス」 

・メンタルヘルスとは 

・ストレスとストレッサー 

 ・職場におけるメンタルヘルス 

２７人 １７人 

こころの健康講座（教職員) 

「こころの健康を守るために」 

・メンタルヘルスとは何か？ 

５３人 ３１人 

職場におけるメンタルヘルスの役割研修会（教職員） 

教職員メンタルヘルスの現状と課題 
０人 ５２人 

 

［Ｈ２３年度（12月1日現在）］研修会及び主な研修内容 小学校 中学校 

メンタルヘルス研修会（管理職・養護教諭等） 

「職場のメンタルヘルス」 

・教職員が安心して働けるための職場づくり 

  早期発見、早期対応 

  気分障害とその治療 

統合失調症とその治療 

休職中の対応、復帰時の対応 

３６人 ２１人 

こころの健康講座（教職員等) 

「こころの健康を守るために」 

・メンタルヘルスとは何か？ 

・ストレス反応への対処の仕方 

・リラックス法の基本 

・ストレスのつきあい方十か条 

５５人 ３０人 

職場におけるメンタルヘルスの役割研修会（教職員） 

教職員メンタルヘルスの現状と課題 

今後実

施予定 

今後実 

施予定 

イ 各学校ごとに教職員の勤務負担軽減策を策定するとともに、教職員の共通

理解を図り、意識して取り組むよう指導した。 

各校の具体策例 

○職員会議時間の効率的運営 

 ・協議事項の精選と黒板の活用  ・会議時間の設定(４５分間) 

 ・事前の資料配付と効率的な説明 ・朝の打合せの短縮(週１回) 

○コンピュータの効率的な活用 

 ・各種プリントの共有化     ・電子データの共有化 

○節電ノー残業デーの実施 
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⑵ 教職員評価システムの活用      

 ＰＤＣＡのマネジメントサイクルに基づく教職員評価システムを活用した。 

⑶ 臨時的任用教員の速やかな配置     

教職員の配置について各学校と連携を図り、臨時的任用教員や非常勤講師を

随時配置している。 

【評価】  評価Ｂ 

⑴ 埼玉県との共催による管理職及び教職員対象のメンタルヘルス研修会を実施

し、教職員が安心して働ける職場づくりを推進し、教職員の心の健康の保持増

進を図ることができた。 

⑵ 市役所の水曜日と金曜日の節電ノー残業デーの設定にあわせて、学校におけ

る職員の勤務状況の見直しを図り、心身の健康増進と勤務負担軽減を図ったが、

全校に十分徹底することができなかった。 

⑶ 教職員評価システムを活用し、教職員の資質向上を図った。  

⑷ 各学校と連携を密にしたことで、臨時的任用教員や非常勤講師を速やかに配

置することができた。 

【今後の取組】 

⑴  適切な人事管理に努め、教育への信頼を高められるように努める。 

⑵ 教職員評価システムを更に活用し、学校教育目標の達成に向け取り組む。 

  また、教職員の健康増進、勤務負担軽減に向けて、今後も各学校の実態に応

じた取組を工夫させ、推進する。 

⑶ 教職員の把握に努め、学校と連携を図り、適材を適所に配置するとともに、

今後も適切かつ速やかに臨時的任用教員や非常勤講師の配置を図る。 

 

重点施策Ⅱ・単位施策３ 【教育研究所・研究部】 

【重点事業】 評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

４ 教育活動の一層の充実を図るための調査・研究 

⑴  自然体験活動に関する調査・研究 

⑵  外国語活動に関する調査・研究 

 ⑶ 情報教育に関する調査・研究 

  ⑷ 教育相談に関する調査・研究              

⑸ 特別支援教育に関する調査・研究 

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携に関する調査・研究 

⑺ 言語活動に関する調査・研究 

⑻ 不登校解消対策に関する調査・研究        

⑼ 教職員等への委託研究 

【取組状況】 

⑴ 自然体験活動に関する調査・研究          

観察のポイントやネイチャーゲームなどを記した「赤城山のしおり」を全



  

 - 24 - 

小学５年生に配付するとともに、「野外活動事例集」を各校に配付した。また、

平成２３年１２月３１日で「熊谷市立赤城山の家」が廃止されたため、林間

学校で活用できる｢野外活動ハンドブック｣を作成した。 

⑵ 外国語活動に関する調査・研究              

校内研修会及び授業研究会を実施し、「熊谷市小学校英語活動事例集」を活用

して指導を行うとともに、小・中学校の系統をふまえた研究を行った。 

⑶ 情報教育に関する調査・研究              

ＩＣＴ活用能力の向上を図るため、授業実践事例集を研究、作成した。 

⑷ 教育相談に関する調査・研究              

「登校支援対策指導個票」及び「小中連携個票」の効果的な活用のための調

査・研究を行い、個に応じた支援を行った。 

⑸ 特別支援教育に関する調査・研究          

他市の発達障害・情緒障害通級指導教室担当者等を講師とした特別支援教育

学習会を開催した。また、発達障害のある児童生徒に対する支援の手がかりを

得るための心理検査（ＤＮ－ＣＡＳ認知評価システム）や発達障害を含む障害

のある児童・生徒に対する具体的な支援策についての研究を行っている。 

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携に関する調査・研究  

幼・保・小の滑らかな接続を図るためのリーフレット及び親子チェック票を

作成し、幼・保・小連携を推進した。 

⑺ 言語活動に関する調査・研究             

「言語活動の充実」を更に推進するために、各教科において、言語活動を

効果的に取り入れた事例をまとめたリーフレットを作成した。 

⑻ 不登校解消対策に関する調査・研究        

関連資料等を活用し、不登校解消のための調査・研究を行い、不登校の未然

防止について焦点化した「教育相談ハンドブック」を作成した。 

⑼ 教職員等への委託研究 

本年度は、教育研究委託対象として、グループ研究２団体、個人研究５人に

研究を委託し、その研究成果を発表した。 

【評価】  評価Ａ 

⑴  しおりや事例集をもとに野外活動を実践したことで、自然観察に対する観点

を深めることができた。また、「野外活動ハンドブック」の作成を通して、自然

に対する見方を広げることができた。 

⑵ 「英語活動リーフレット」を各学校に配付し、その活用をとおして外国語・

英語活動の充実を図った。 

⑶  情報モラル教育についての事例集を配付し、その重要性を伝え、活用を図っ

たことで指導力の向上を図った。 

⑷ 「登校支援対策指導個票」及び「小中連携個票」の積極的な活用を図り、個々

への具体的な支援ができた。 
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⑸ 先進的な研究を行っている他市の研究を学ぶことで、より効果的な支援策を

研究することができた。また、参加対象を研究部員だけでなく、希望した特別

支援教育担当者等にも、心理検査に基づく効果的な支援法を広めることで、よ

り多くの教員の資質向上を図った。 

⑹ リーフレット作成を行い、各校に配付したことで情報を共有することができ

た。また、親子で実施する「親子チェック票」を活用したことで幼保小の連携

をより深めることができた。 

⑺ 校内研修などを通して、これまでに作成したリーフレットと併せて活用を

図ることで、小・中学校における「言語活動の充実」を推進することができ

た。 

⑻ 本市の全教職員に、不登校解消対策に関する調査・研究により作成した教育

相談ハンドブックを配付し、不登校解消に係る情報提供を行うことができた。 

⑼ 委託研究を実施した２グループと５人（個人）が、それぞれの実践に基づい

た発表を行った。特に２年経験者に対して研修の場を提供することで啓発を図

り、作成した資料や研究紀要等を活用しながら充実した研修を行うことができ

た。 

【今後の取組】 

今日の学校教育の直面している課題に対して実践的な研究を進め、年々増加傾

向にある若手教員の指導力向上を目指し、教職員等が広く活用できる研究資料を

作成するとともに、教職員の資質の向上を図る。 

  また、小・中学校の授業などで作成したリーフレット等を活用し、教職員が

教育活動の一層の充実を図れるよう工夫・改善に努める。 

 

重点施策Ⅱ・単位施策３【教育研究所・研修部】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

５ 教職員の資質と指導力の向上を図る研修 

⑴ 学校経営研修 

⑵ 人権教育研修 

⑶ 教員等研修 

⑷ 年次研修等への支援 

⑸ 研究紀要の発行 

【取組状況】 

⑴  学校経営研修   

校長・教頭研修会を実施した。 

⑵ 人権教育研修 

市内全校長、教頭を対象に有識者による講義形式の人権教育研修会を２回実

施した。 

⑶ 教員等研修 
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各教科等における指導力の向上を図るための希望研修１４講座を含め、専門

的な知識・技能を習得するための研修会を合計３１講座実施した。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

希望研修参加者 ２４５人 ３２５人 ３８６人 

研修参加者総数 １，９５２人 ２，０１７人 １，９５２人 

⑷ 年次研修等への支援 

県立総合教育センターとの共催による研修会及び２年次教員を対象とした研

修会を実施した。 

⑸ 研究紀要の発行  

各研修会の成果をまとめた紀要を、毎年３月に発行し、各学校及び近隣の市

町等に配付している。 

【評価】  評価Ｂ 

職務担当ごとに参加者を特定する研修を厳選し、希望研修への参加者を増やす

ことができたが、質的な向上を更にめざす必要がある。 

【今後の取組】 

子どもたちの生き抜く力の向上、保護者等からの様々な要求・要望に対する対

応等、今日的な教育課題に対応した研修の拡充及び実施時期の検討を行い、より

実践的な研修内容にしていくことで更なる研修の充実を図る。 

 

重点施策Ⅲ・単位施策１ 【教育総務課】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成 20年度Ａ・平成 21年度Ｂ・平成 22年度Ｂ 

１ 教育施設等の整備・活用 

 ⑴ 学校施設の改築・改修等 

 ⑵ 全小学校の普通教室にエアコンを整備 

 ⑶ みどりのカーテンを整備 

 ⑷ 学校施設の耐震化の推進 

 ⑸ 太陽光発電設備の設置 

 ⑹ 学校施設の有効活用 

【取組状況】 

⑴ 学校施設の改築・改修等 

ア 老朽化及び耐震性の低い屋内運動場の改築工事を実施し、学校施設の安全

性・快適性の向上に努めている。 

  熊谷東小学校屋内運動場の改築工事 

  中条中学校屋内運動場の改築工事 

  吉岡中学校屋内運動場の改築工事 

実施状況 平成２４年３月 完成予定 

また、東日本大震災では、大きな被害ではなかったが、１２か所の学校施

設で被害があったため、すみやかに修理を行った。 
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  イ 子どもたちのスポーツ活動の安全性と多様性をもたらすとともに、気温の

抑制や冬場の砂塵飛散防止等に寄与するため学校の校庭を芝生化する。 

 籠原小学校校庭芝生化事業 

 ㋐ 芝生化事業実施面積 1,960㎡ 

乗用芝刈機の購入 

㋑ 実施状況 平成２４年３月 完了予定 

⑵ 全小学校の普通教室にエアコンを整備 

   全小学校の普通教室にエアコンを整備するための設計を行い、平成２３年度

中に完成する。 

⑶ みどりのカーテンを整備 

   夏の暑さ対策として、全小・中学校及び吉岡幼稚園、江南幼稚園の全普通教

室を目標に、各学校のアイデアにより、みどりのカーテンを整備した。 

また、小学校の部と中学校の部に分け、コンテストを開催した。小学校の部

では、最優秀校１校、優秀校５校、中学校の部では、最優秀校１校、優秀校２

校に決定した。 

⑷ 学校施設の耐震化の推進 

耐震化率の推移（４月１日現在）                     

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ ※H23.4.1現在 

埼玉県内市町村 

平均７７．４％ 
耐震化率 ８３．６％ ８６．８％ ８７．５％ 

⑸ 太陽光発電設備の設置 

 熊谷東小学校・中条中学校・吉岡中学校の屋内運動場の改築に併せて、屋根

に太陽光発電設備（１０ｋｗ）を設置する。 

⑹ 学校施設の有効活用 

少子化に伴う児童の減少によりできた空き教室等を活用し、放課後児童クラ

ブ施設として利用することにより、地域住民の福祉を増進するとともに、学校

施設の有効活用に努めた。 

ア 秦小学校校舎の一室に児童クラブを設置した。 

イ 学校への児童クラブ設置状況 

全部で３３施設ある児童クラブの内、学校の空き教室等を利用した児童ク

ラブ数は１８校２３施設である。  

年 度 Ｈ１１～２０  Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３     計 

施設数 １８ ３ 1 1 ２３ 

【評価】  評価Ｂ 

  今年度の「屋内運動場の改築工事」は、計画どおり実施できるため、「順調」で

あるといえる。 

ただし、全体的に老朽化が進んでいる施設が多くなっているため、校舎等の補

修について、快適性などの点で施設全体をカバーしきれない現状がある。 
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【今後の取組】 

 ⑴ 平成２１年度で校舎の耐震補強は全て終了し、現在は屋内運動場の耐震化に

向けた改築等を計画的に進めている。また、校舎等には老朽化が進んだ施設が

多く、安全で快適な教育環境を確保するため、施設の計画的な整備に努める。 

 平成２４年度には、全中学校の普通教室にエアコンを整備する計画である。 

⑵ 平成２７年度までに Is 値０．３未満の屋内運動場の耐震化を完了し、平成  

２９年度までに学校施設の耐震化率１００％をめざす。 

⑶ 屋内運動場の改築工事に伴い太陽光発電設備を設置しており、今後も、温暖

化防止や自然エネルギーの活用に努めるとともに、環境教育の充実に努める。 

⑷ 空き教室等を児童クラブとして活用するなど、学校施設の有効活用に努める。 

 

 

重点施策Ⅲ・単位施策１ 【教育総務課・学校教育課】 

【重点事業】評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ａ・平成21年度Ａ・平成22年度Ａ 

２ 生涯生きてはたらく健康教育の推進 

⑴ 学校安全の充実 

【取組状況】 

⑴ 学校安全の充実   

ア 自他の生命を尊重し、ルールを守って安全に生活する児童生徒の育成 

㋐ 事業内容  

教育活動全体を通して、安全教育を計画的に推進し、安全管理との関連

を図りながら学校安全の充実に努めている。      

㋑ 実施状況 

 避難訓練、防犯訓練、生活安全教室の実施 

交通安全教室の実施と埼玉県子供自転車大会への参加(妻沼南小) 

子ども自転車免許講習会の開催（石原小・成田小・妻沼小） 

緊急地震速報を利用した避難訓練の実施。９校のモデル校（成田小・籠

原小・吉見小・妻沼南小・江南北小・三尻中・奈良中・妻沼東中・江南中） 

イ 施設、設備の安全管理と事故防止の徹底 

㋐ 事業内容 

学校施設の安全管理、安全点検の充実及び事後措置の徹底に努めている。 

㋑ 実施状況 

学校安全に関する通知と施設設備の安全管理について周知を図っている。 

ウ 通学路の点検と危険箇所の改善 

㋐ 事業内容 

全小・中学校において定期通学路調査を実施し、各関係機関と協力して、

危険箇所等の改善を図っている。 
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㋑ 実施状況 

 平成２３年度の定期通学路調査結果（危険箇所等件数９５件） 

エ 児童生徒の災害共済に関する事務の円滑な推進 

㋐ 事業内容 

学校管理下における児童生徒等の不慮の災害に備えるため、独立行政法

人日本スポーツ振興センター災害共済に加入している。 

㋑ 実施状況 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３（12.1現在） 

災害共済請求件数 １，９８０件 １，９０９件 １，１９８件 

【評価】  評価Ａ 

小・中学生の交通事故では、自転車運転中の事故が多いことから、各学校又は

交通安全協会と連携しながら、交通安全教室を実施するとともに、熊谷警察署の

協力を得ながら、「子ども自転車免許講習会」を小学校３校で実施した。 

他の事業も順調に実施することができた。緊急地震速報を利用した避難訓練を

実施したことで、緊急時における対応を図ることができた。また各学校の防災マ

ニュアルを見直し、保護者・地域の方々への周知も図った。 

【今後の取組】 

登下校時及び校内での事故ゼロを目指して、学校・家庭・地域及び関係機関と

連携して、更に安全教育の充実と児童生徒をとりまく環境の整備を図る。 

 

重点施策Ⅲ・単位施策１ 【教育総務課・学校教育課】 

【重点事業】評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ａ 

２ 生涯生きてはたらく健康教育の推進 

⑵ 学習環境の充実  

【取組状況】  

⑵ 学習環境の充実 

ア 体育施設の設備充実と安全点検の励行による事故防止 

㋐ 事業内容 

学校訪問時に、体育施設の安全点検と校内安全管理の徹底を図っている。 

㋑ 実施状況 

安全点検簿の確認と指導 

学校プール管理講習会の開催 

遊具の点検と指導 

【評価】  評価Ａ 

  学校訪問時に、校庭や体育館を中心に施設の管理状況を点検し、必要に応じて

指導助言を行った。 

  学校プール管理講習会は、４３校から体育主任等が出席して実施し、プール水

の管理等について講習を行った。また、専門業者による遊具点検を行い、不備が
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ある場合は修理を行った。 

【今後の取組】 

校内での事故ゼロを目指して、引き続き、学校訪問時に安全管理について指導

をしていくとともに、施設の安全管理・安全指導を徹底し、事故なく教育活動が

進められるように、今後も安全な学習環境の維持に努める。 

 

 

重点施策Ⅳ・単位施策１ 【学校教育課】 

【重点事業】評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ａ・平成22年度Ａ 

１ 豊かな心の育成 

⑴ 道徳教育の充実                           

⑵ 体験活動の推進 

⑶ 教育相談活動の推進                         

⑷ 地域に根ざした生徒指導の推進                        

⑸ 生き方指導の充実 

⑹ 読書活動の推進 

【取組状況】 

⑴  道徳教育の充実  

ア 「熊谷の子どもたちは、これができます！」４つの実践と３減運動への取

組の定着を図っている。 

○生  朝ごはんをしっかり食べる。  

○き   呼ばれたら「はい」と元気よく返事をする。 

○る  「ありがとう」「ごめんなさい」と言う。 

○力  友だちをたくさんつくる。 

熊谷教育の 

アクセル 

４つの実践 

①テレビの時間を減らします。 

②ゲームの時間を減らします。 

③携帯電話やパソコンに触れる時間を減らします。 

熊谷教育の 

   ブレーキ 

 ３減運動 

毎日、朝食をとる子どもの割合（「教育に関する３つの達成目標」結果より） 

年 度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

熊谷市全体 ９０．６％ ９１．６％ ９１．５％ ３月に公表 

「熊谷の子どもたちは、これができます！」４つの実践と３減運動への取

組については、学校・家庭・地域が一体となることが重要であるため、リー

フレットを市内全戸へ配付し、大人が手本となって取り組むようはたらきか

けている。 

イ 道徳教育推進教師を中心とした道徳教育推進体制の確立（家庭・地域との

連携）を図るため、道徳だよりを発行し、また、地域の方をゲストティー

チャーとして活用している。 

ウ 全小・中学校に、本市作成資料「道徳教育の道標」をはじめ、「埼玉県道
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徳教育教材資料集『彩の国の道徳』」及び「家庭用『彩の国の道徳』」を配付

し活用を図っている。 

エ 文部科学省道徳教育総合支援事業・埼玉県教育委員会の委嘱を受け、別府

小学校・吉岡中学校を「道徳教育研究推進モデル校」として、家庭・地域と

連携した道徳教育の実践研究を行い、その成果を広めるとともに、市内小中

学校を指導した。 

⑵ 体験活動の推進  

    小・中学校における豊かな体験活動を実施している。 

「赤城山の家」等を利用した林間学校 
小学校５年 

中学校１・２年 

しながわ水族館等での海浜学校 小学校６年 

プラネタリウム学習 
小学校４・６年 

中学校３年 

⑶ 教育相談活動の推進 

ア ほほえみ相談員を全中学校に配置した。 

相談者数                     (H23.12.1現在) 

性   別 男 子 女 子 合  計 

小 学 生 ３４人 ３８人 ７２人 

中 学 生 ４，０４０人 ４，４５５人 ８，４９５人 

小学生保護者 １０人 １８人 ２８人 

中学生保護者 ７６人 ５２６人 ６０２人 

そ の 他 ２５５人  ６８６人 ９４１人 

計 ４，４１５人 ５，７２３人 １０，１３８人 

イ スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）活用事業の推進に努めた。 

    いじめ・不登校等の問題に適切に対応するため、小学校１７校にスクール

ソーシャルワーカー３名を派遣した。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３（12.1現在） 

学校訪問 ４６７回 ４３９回    ３１８回 

家庭訪問 ４９回 ８０回     ３８回 

相談件数 １，１７４件 ８８５件      ３３８件 

ウ 登校支援推進事業の取組を実施した。 

㋐ 引き続き「不登校４割減」の目標数値（不登校児童生徒を小・中学校合

計１３１人まで減らす。）を目指し、不登校の解消に取り組んだ。また、

登校支援対策指導個票・小中連携個票の活用やほほえみ相談員等の支援に

より「中１ギャップ」の未然防止、「月３日の欠席」をキーワードとした

早期対応を行っている。 
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（Ｈ２３．１２．１現在） 

㋑ 適応指導教室（さくら教室）において、教育相談、生徒指導、学習指導

を行うことにより、児童生徒の自立と学校生活への適応等、学校復帰を目

指し、通級児童生徒が在籍する学校と積極的に連携を図りながら、本人及

び保護者への支援を行っている。 

通級児童生徒数 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

通級児童生徒数 １６人 ２０人 １８人 

エ 教育研究所内に教育相談窓口を設置することにより、不登校、いじめ、障

害・発達の遅れなどの電話相談・来所相談をしやすい環境をつくり、教育相

談を行っている。 

教育相談窓口の相談件数（Ｈ２２より開設） 

年 度 Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

電話相談件数 ９３件 １２２件 

来所相談件数 ９８件 １２６件 

訪問相談件数  ０件   ７件 

⑷ 地域に根ざした生徒指導の推進      

ア すべての小・中学校の生徒指導に係る学校訪問を実施し、問題行動の未然

防止と対策そして情報交換を行った。小・中学校：年２回訪問 

   イ 地域教育相談員の活用 

各中学校区に４２名の地域教育相談員を配置し、地域の巡回・巡視活動や

相談活動、更に研修会を実施した。また、小学校と中学校との連携強化を図

るため、定期的に学校間を巡回したり、情報の提供をしたりして、地域の見

回り活動や教育相談活動を活性化させた。 

225 
212 

158 

162 

146 

204 

107 

本市の不登校児童生 

徒数の小中合計人数 

年度 

不登校児童 

 
生徒数の割合 
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ウ 「教育１１０番」による電話相談を実施し、緊急対応が必要な相談を受け

付けている。 

電話相談件数の推移  

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３（12.1現在） 

電話相談件数  ２５件 ２８件 １２件 

⑸ 生き方指導の充実        

ア 小・中学校における進路指導・キャリア教育の充実を図り、中学生全員に、

副読本「中学校生活と進路」（１年～３年）を配付した。 

イ 商工会議所、社会福祉協議会、市役所各部課等に協力を得ながら、中学１・

２年生を対象にした職場体験活動を実施している。    

ウ 学校・家庭・地域「ふれあい講演会」をすべての中学校で実施した。 

⑹ 読書活動の推進       

ア 「熊谷市子ども読書活動推進計画」に基づく読書活動を推進した。 

○ア  組織的・計画的な取組により、読書に親しむ機会の充実を図るよう、各

学校に指導・助言している。 

○イ  推薦図書リスト「こころのたから」を改訂し、全小・中学校に配付する

とともに、関連リーフレットを作成し、全保護者に配付する等、情報提供

を行った。 

イ 学校図書館補助員の効果的な活用を行った。  

       学校図書館補助員配置人数の推移 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

配置人数 ６３人 ６１人 ５８人 

 

【評価】  評価Ａ 

  教育活動の中で、児童生徒に対し、豊かな体験活動や心の教育を充実させるこ

とで、豊かな心を育成することが期待できる。「熊谷の子どもたちは、これができ

ます！」４つの実践と３減運動への取組を学校・家庭・地域それぞれに周知する

ことができ、意識化が図られた。 

不登校対策については、目標の「４０％減」は達成できなかったが、昨年度よ

り解消率が７％上がり、３３％減少することができた。全国・埼玉県と比較して

熊谷市の不登校児童生徒数の割合（出現率）は低い状況で、小・中学校ともに減

少傾向である。 

児童生徒の状況は、様々であるが、適応指導教室や教育相談窓口の活用及び各

種相談員等の支援により、家庭や地域と連携を図りながら児童生徒・保護者それ

ぞれの問題に対して対応することができた。 

全小・中学校における全校一斉読書の実施及び読書週間の設定、推薦図書リス

ト「こころのたから」の活用、保護者や地域のボランティアの協力推進等の取組

により、子どもの読書活動を更に充実することができた。司書教諭等と学校図書
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館補助員との連携により、学校図書館の運営・管理を行うことができた。図書館

補助員の配置率は１００％であり、単数配置校が増えたことで、校内における補

助員間の連絡・調整のための時間が削減できる等、効率的に業務を行うことがで

きた。 

教育相談窓口の周知を図るために、広報用のカードを作成し、年度当初に全児

童・生徒に配付することができ、昨年度に比べ相談件数が増えた。 

 

【今後の取組】 

たくましく、心豊かな児童生徒の育成のため、自然の中での集団宿泊体験活動

や中学生の職場体験活動等の体験活動を充実させるとともに、家庭・地域と連携

した道徳教育を更に推進する。 

 朝ごはんをしっかり食べることが、学力向上や体力向上にもつながることから、

今後更に、学校・家庭・地域が一体となって「熊谷の子どもたちは、これができ

ます！」４つの実践と３減運動への取組を進めていく。 

各学校に配置・派遣している相談員、支援員、スクールカウンセラーやスクー

ルソーシャルワーカー、巡回相談員を組織の一員として積極的に活用し、教育相

談活動に努める。引き続き、関係機関と連携しながら生徒指導上の課題や心の問

題など、「個に応じた支援」を推進する。 

推薦図書リスト「２３年度版こころのたから」の効果的な活用を各学校に積極

的に働きかけること、また、児童生徒にとって価値のある図書資料を充実し、質

の向上を促すことにより、読書活動の一層の推進に努める。また、司書教諭等と

学校図書館補助員との連携を更に強化できるよう、学校図書館補助員の活動内容

を明確化・具体化する等、学校図書館運営の充実について、適宜指導・助言を行

う。 

本人や保護者の相談を傾聴し、必要に応じて学校と連携を図るなど、少しでも

早く問題が解決できるよう、教育研究所内の教育相談窓口による電話相談・来所

相談の充実を図っていく。 

 

重点施策Ⅳ・単位施策１ 【教育研究所・教育相談部】 

【重点事業】 評価 Ｂ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

２ 児童生徒の実態に応じた就学相談と教育上の諸問題に対する支援 

⑴ 不登校児童生徒等への相談対応及び支援 

⑵ 適応指導教室（さくら教室）における相談及び指導 

【取組状況】 

⑴ 不登校児童生徒等への相談対応及び支援 

教育相談窓口において、保護者からの電話・来所相談など、個に応じた支援

や対応をしている。 
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 教育研究所の不登校等に関する相談件数 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

電話相談件数 ６０６件 ３９９件  ３１１件 

来所相談件数 １６７件 １６２件  １０７件 

⑵ 適応指導教室（さくら教室）における相談及び指導              

不登校傾向や長期欠席となっている児童生徒に対し、自立と学校復帰への支

援・相談を行っている。 

 

 

 

【評価】  評価Ｂ 

不登校児童生徒等への相談対応及び支援では、教育相談窓口において、保護者

等が電話相談・来所相談をしやすい環境になったことで、今まで以上に「個に応

じた親身な対応」を迅速に行うことができた。 

適応指導教室（さくら教室）における相談及び指導では、教育相談指導員が学

校と連携を密に取ることによって、部分登校を含め、学校復帰の割合が７０％で

あった。しかし、教室復帰に向けては、それぞれまだ課題があり難しい状況であ

る。 

【今後の取組】 

 不登校児童生徒等への個に応じた支援や対応について、保護者・さくら教室・

学校との連携を積極的に行うことにより、「個に応じた登校しやすい教育環境」を

支援する。 

 

重点施策Ⅳ・単位施策１ 【教育総務課】 

【重点事業】 評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ａ・平成21年度Ａ・平成22年度Ａ 

３ 生涯生きてはたらく健康教育の推進 

⑴ 学校保健の充実 

⑵ 学校給食の充実 

【取組状況】 

⑴ 学校保健の充実    

ア 児童生徒が主体的に学習する保健教育の推進 

㋐ 事業内容 

薬物乱用防止教育、性教育、生活習慣病への対応等、多様化・複雑化し

てきている健康課題を取り上げ、正しい理解に基づく健康教育を推進し、

健康な生活を実践できるよう指導を強く行っている。 

 

㋑ 実施状況 

  ＨＱＣ手法による生活習慣改善プログラムの実施 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

相談件数 ５０７件 ３９３件 ５６２件 
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 薬物乱用防止教室の実施 

教職員・ＰＴＡ向けの研修会の開催 

  先進校の視察（川口市立本町小学校） 

イ 保健管理、学校環境衛生の充実及び改善 

㋐ 事業内容 

児童生徒等の健康の保持増進を図るため、定期健康診断等を実施してい

る。また、安全で安心して学べる教育環境を確保するため、全小・中学校

の教室の照度検査、水質検査等の検査を実施して、学校環境衛生の適切な

維持・改善に努めている。 

㋑ 実施状況 

 受動喫煙検診(小学校４年生希望者)   

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

検診者数の割合 ７５．６％ ７８．５％ ７４．３％ 

小児生活習慣病予防検診(小学校４年生希望者)   

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

検診者数の割合 ９９．１％ ９８．２％ ９９．２％ 

心臓検診、教職員定期健康診断（メンタルヘルス診断を含む。）、就学時

の健康診断等 

水道水、プール水の水質検査、照度、採光、室内二酸化炭素等の検査 

ウ 市学校保健会の活動の充実と学校保健委員会活動の支援 

㋐ 事業内容 

保健衛生思想の普及啓発、学校保健に関する調査研究、学校保健関係者

の指導・研修等の事業を行い、学校保健の普及充実を図っている。 

㋑ 実施状況 

 口腔衛生講演会の開催（参加者数 ２５２人） 

全体研修会の開催（参加者数 ２３８人） 

     機関紙の発行 ２回（発行部数 合計５，６００部） 

     専門委員会の会議 開催数６回 

  学校歯科保健優良校コンクール地区審査会の開催 

⑵ 学校給食の充実 

ア 衛生的で安全な給食管理の徹底 

㋐ 事業内容 

学校給食施設設備の安全管理及び事故防止を徹底し、学校給食における

食の安全を確保するとともに、栄養管理や衛生面に配慮した給食の提供に

努めている。 

㋑ 実施状況 

 栄養士、調理員の研修会参加 

     食材の安全確認及び担当者会議の開催 



  

 - 37 - 

学校給食施設設備定期検査 

イ 食育の計画的な推進と給食指導の充実 

㋐ 事業内容   

望ましい食習慣の形成のため、小・中学校の教職員に対する研修会及び

授業研究の実施により、食育の推進を図っている。 

㋑ 実施状況 

栄養教諭を活用した食に関する指導のＴＴ（ティームティーチング）の

授業実践、「彩の国ふるさと学校給食月間」（６月、１１月)及び「学校給食

週間」(１月）の取組 

   ウ 今後の学校給食調理施設のあり方についての検討 

㋐ 事業内容 

学校給食調理施設について総合的な検討を行っている。 

㋑ 実施状況 

    民間企業のアイデア聴取も含めた総合的な調査検討 

【評価】  評価Ａ 

⑴ 学校保健の充実 

  保健教育の面では、養護教員研究部会で「性教育に関する研究 ～学校にお

ける性教育実践のための取組～」を主題として２２年度から２年間にわたり研

究に取り組み、授業の充実に役立てることができた。 

  保健管理の面では、健康診断や検査が順調に行われた。 

  熊谷市学校保健会の活動は、事業計画に沿って実施され、講演会や全体研修

会を通して、市内各校のＰＴＡ代表を中心に直接保護者へも時機を得た情報提

供をすることができた。こうした保護者の啓発も含めて各学校での保健教育・

保健管理の充実に役立っている。 

⑵ 学校給食の充実 

  全校において、「彩の国ふるさと学校給食月間」（６月、１１月）や「学校給

食週間」（１月）を児童生徒が給食を改めて見つめ直す機会とし、食に対する

関心が高められた。 

  ３名配置されている栄養教諭による指導の機会が増加し、専門性を生かした

指導が行われている。 

【今後の取組】 

  本市独自の事業である小児生活習慣病予防検診と受動喫煙検診の意義を児童生

徒や保護者によく認識してもらえるよう工夫する。受動喫煙検診については、検

診開始から５年経過を迎え、受診した生徒の保護者を対象にアンケート調査を実

施し、検診の有効性等を調査し、今後の更なる効果的な実施に資する。また、検

診の意義について授業で取り扱い、よりその効果を高める工夫をしていく。 

  学校給食調理施設のあり方については、引き続き、食育の推進や財政面等様々

な角度から検討を行う。 
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重点施策Ⅳ・単位施策１ 【教育総務課】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成 20年度Ｂ・平成 21年度Ｂ・平成 22年度Ｂ 

 ４ 給食調理等の充実 

⑴ 栄養バランスの取れた給食の提供 

⑵ 地産地消に配慮した食材の選定 

⑶ 食育の推進 

⑷ アレルギー児童・生徒の対応 

学校給食を魅力的にするため、給食調理の充実を図るとともに、学校給食を活

用した食育の推進を図る。 

【取組状況】 

⑴ 栄養バランスの取れた給食の提供 

学校給食実施基準に定められた「学校給食摂取基準」に基づく基準栄養量（エ

ネルギー）の摂取に配慮している。 

⑵ 地産地消に配慮した食材の選定 

   食材の選定は、地産地消を推進するため、地元食材の購入に努めている。 

⑶ 食育の推進 

   食の大切さや食文化、栄養のバランスなどを学び、食育の推進を図る。 

 ⑷ アレルギー児童・生徒の対応 

各種アレルギーを持つ児童・生徒に対し、可能な限り除去食・代替食を調理

し提供する。 

【評価】  評価Ｂ 

⑴ 「学校給食摂取基準」に基づく基準栄養量（エネルギー）を摂取できない状

況もある。 

⑵ 米は熊谷産のキヌヒカリを使用し、長ネギ・キャベツ・にんじん等の野菜類

は規格や数量といった条件が合えば地元の産物を使用するように努めている。 

⑶ 栄養教諭や学校栄養職員が加わったＴＴの授業で、給食を教材に専門性を生

かした食育の指導を行っているが、栄養教諭や学校栄養職員の絶対数不足のた

め、すべての学校で十分な指導が行われているとはいえない。 

 ⑷ アレルギーを持つ児童・生徒に対して、卵の除去食や代替食を調理・提供し

たが、多種多様なアレルギーに対応するには、人的、設備的に限界がある。 

【今後の取組】 

  基準栄養量（エネルギー）を摂取できるよう検討を進める。 

地産地消への対応とアレルギー児童・生徒に対する配慮については、引き続き、

最善の対応ができるよう努める。 

栄養教諭については人数が限られているため、配置された人数により、給食管

理面とのバランスをとりながら、できるだけ多くの学校で指導にあたれるように

計画していく。 
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重点施策Ⅳ・単位施策１ 【教育総務課】 

【重点事業】評価 Ａ 評価の推移 平成 20年度Ｂ・平成 21年度Ｂ・平成 22年度Ａ 

 ５ 衛生管理の徹底 

⑴ 学校給食衛生管理基準に基づく適切な運営管理 

⑵ 給食材料の購入と適切な管理 

学校給食衛生管理基準に基づき、衛生管理の徹底を図る。 

【取組状況】 

⑴ 学校給食衛生管理基準に基づく適切な運営管理 

設備の自主点検や調理場内への入室時の手洗いの励行などにより、衛生管理

の徹底を図り、食中毒の予防、防止を図る。また、年１回衛生管理講習会を開

催するとともに、保健所職員、産業医、薬剤師による調理場内の巡視を実施し、

衛生管理や労働安全面について助言、指導を得ている。 

⑵ 給食材料の購入と適切な管理 

給食材料の選定は、新鮮な地場産野菜や国内食材、国内加工食品を優先して

購入している。また、使用食品については、年２回細菌等の検査を実施してい

る。 

【評価】  評価Ａ 

⑴ 衛生管理に注意を払い、事故なく給食を提供することができている。 

  熊谷保健所から講師を招き、衛生管理講習会を開催した。 

⑵ 従来の検査に加え、新たに野菜の残留農薬検査を実施し、安全性を一層高め

た。 

【今後の取組】 

調理用設備の改善を図るとともに、引き続き安全な給食が提供できるよう衛生

面に配慮した運営管理を行う。 

安心安全な食材の使用に、引き続き努めていく。 

 

 

重点施策Ⅳ・単位施策２ 【教育研究所】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

１ 魅力ある学校づくり     

⑴ 特別支援教育の充実 

   ノーマライゼーションの理念に基づく教育の推進、特別支援教育支援員の活用、

一人一人の教育的ニーズに応じた指導の研究 

【取組状況】 

⑴ 特別支援教育の充実 

ア ノーマライゼーションの理念に基づく教育の推進 

特別支援学校と連携を図り、通常学級における授業や学校行事等を通して、

ノーマライゼーション教育推進のための交流及び共同学習を行っている。 
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通常学級支援籍学習の実施回数 

 

 

 

 

 

 

 

イ 特別支援教育支援員の活用 

        特別支援学級等に支援員を配置し、障害のある児童生徒の学校生活におけ

る介助・支援及び担任の補助を行っている。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1日現在) 

配置学級数 ５２学級 ５６学級 ５４学級 

ウ 一人一人の教育的ニーズに応じた指導の研究 

     市教育委員会研修をはじめ、校内研修会や巡回相談の機会を捉え、臨床心

理士や指導主事等が、児童生徒の実態に応じた支援の在り方を教員や保護者

等に指導・助言している。 

   幼稚園、小・中学校への臨床心理士等の派遣 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

派遣回数 ３３５回 ３２７回 ２１８回 

【評価】  評価Ｂ 

特別支援学校に在籍している児童・生徒の希望に応じて通常学級支援籍学習を

実施しているが、希望が少ない。 

きめ細かな支援・指導を行うための特別支援学級等への支援員の配置や個に応

じた指導を行うための臨床心理士等による巡回相談は、大変効果的であり、年々

学校の要請が多くなっている。しかし、対応が万全ではない。 

【今後の取組】 

ノーマライゼーション教育の理念に基づき、すべての幼児・児童・生徒への支

援を行うための支援策を更に充実させる。 

重点施策Ⅳ・単位施策２ 【教育研究所・教育相談部】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

２ 児童生徒の実態に応じた就学相談と教育上の諸問題に対する支援 

⑴ 児童生徒の実態に応じた適切な就学相談 

⑵ 効果的な支援籍学習の推進 

⑶ 特別支援学級に対する指導及び助言 

⑷ 通級指導教室（ことば・聞こえ、発達・情緒）における相談及び指導 

⑸ 発達障害を含む障害のある児童生徒等への相談及び支援 

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携支援 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

熊谷特別支援学校  ８回 １７回 ８回 

行田特別支援学校 １４回  ５回 ０回 

東松山特別支援学校  ２回  ５回 ５回 

深谷はばたき特別支援学校  １０回 

坂 戸 ろ う 学 園  ６回  ３回 ０回 
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【取組状況】 

⑴ 児童生徒の実態に応じた適切な就学相談   

発達障害を含む障害のある又はあると思われる児童生徒の教育的ニーズを保

護者との相談等を通して的確に捉え、保護者が望ましい支援を自己決定できる

ように情報を提供し、指導・助言を行っている。 

⑵ 効果的な支援籍学習の推進               

特別支援学校と連携を図り、通常学級における授業や学校行事等を通して、

ノーマライゼーション教育推進のための交流及び共同学習を行っている。 

通常学級支援籍学習の実施回数 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 特別支援学級に対する指導及び助言  

校内研修会や巡回相談の機会を捉え、臨床心理士や指導主事等が、児童生徒

の実態に応じた支援の在り方について指導している。 

     ○ア  小学校等への特別支援教育学校サポーターの配置校数 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12月 1日現在) 

配置学校数 １０校 １１校 １３校 

○イ  幼・小・中学校への臨床心理士等の派遣 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

派遣回数 ３３５回 ３２７回 ２１８回 

○ウ  特別支援教育支援員の活用 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

配置学級数 ５２学級 ５６学級 ５４学級 

⑷ 通級指導教室（ことば・聞こえ、発達・情緒）における相談及び指導 

聴覚障害や言語障害、発達障害や情緒障害のある児童生徒が通常の学級で学

習や生活をスムーズに行えるために、自立活動を中心とした指導はもとより、

保護者の相談・支援を行っている。 

通級指導教室数              （Ｈ２３．１２．１現在） 

 熊谷西小 吉岡小 三尻小 妻沼小 富士見中 

難聴・言語 ３  

発達・情緒 ３ １ ２ １ ２ 

⑸ 発達障害を含む障害のある児童生徒等への相談及び支援 

発達障害を含む障害のある児童生徒の保護者に対する相談・支援を行っている。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

熊谷特別支援学校  ８回 １７回 ８回 

行田特別支援学校 １４回  ５回 ０回 

東松山特別支援学校  ２回  ５回 ５回 

深谷はばたき特別支援学校  １０回 

坂 戸 ろ う 学 園  ６回  ３回 ０回 
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電話・来所相談件数 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

電話相談件数 ５５３件 ４２４件 ３２１件 

来所相談件数 ３６１件 ３８６件 ２８９件 

⑹ 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携支援 

幼・保・小連携体制づくりとして、「熊谷市幼保小連絡協議会」及び滑らかな

接続を図るための「幼・保・小合同研修会」を年３回実施し、管理職も参加し

て地区別情報交換を行った。また、入学前に身に付けさせたい「基本的な生活

習慣」に関するチェックシートを入学説明会で配付し、保護者の意識化を図っ

た。 

幼稚園・保育所（園）との連携事業を行っている小学校の割合 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在） 

教職員の情報交換 ９７％ １００％ １００％ 

園児・児童の交流 ７０％ ７６％   ８３％ 

【評価】  評価Ｂ 

特別支援学校に在籍している児童・生徒の希望に応じて通常学級支援籍学習を

実施しているが、希望が少ない。 

特別支援教育学校サポーターの配置や巡回相談の実施は、個に応じた指導を行

う上で大変有効であり、学校からの要請が増加している。通級指導教室への入級

希望者は年々増加しており、吉岡小に新設したことにより、その対応を図ること

ができた。電話・来所相談は、前年度より増加した。幼稚園・保育所（園）と小

学校との連携支援については、年間３回ある「合同研修会等の情報交換」が定着

したことにより、一層の連携を深めることができた。 

【今後の取組】 

 幼稚園・保育所（園）と小学校との連携支援について、個に応じた適切な 

支援ができるよう、「幼・保・小連携個票」を有効に活用し、指導経過を共有 

するよう広めていく。 

また、ノーマライゼーション教育の理念に基づき、児童生徒の教育上の諸課題

を解決するための支援の在り方についての研究を更に進めていく。 

 

重点施策Ⅴ・単位施策１ 【社会教育課・公民館】 

【重点事業】 評価 Ｂ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

１ 生涯学習の推進 

 ⑴ 生涯学習計画の策定 

 ⑵ 生涯学習の機会提供の充実 

 ⑶ 社会教育施設、設備の充実 

 ⑷ 社会教育指導体制の充実及び指導者・職員の資質向上 

 ⑸ 社会教育関係団体との連携 
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市民の学習ニーズに対応するため、生涯学習に関する情報や機会を提供する

とともに、社会教育施設の適正な管理を行い学習環境の向上を図る。 

【取組状況】 

⑴ 生涯学習計画の策定 

 ア 社会教育委員会議、生涯学習推進会議の開催 

  ㋐ 事業内容 生涯学習に係る諸計画の立案及び総合調整のため、社会教育

委員会議を開催している。 

  ㋑ 実施状況 委員１５名による社会教育委員会議を開催している（平成 

２３年１２月１日現在で２回）。 

 イ 生涯学習センターの建設 

  ㋐ 事業内容 市立女子高校跡地を生涯学習センターとして整備する。既存

施設及び敷地の有効活用について総合的に検討し、平成２３年

４月に策定した利用構想に基づき、幅広い世代の市民が生涯に

わたってスポーツ・文化に親しむことのできる（仮称）スポー

ツ・文化村として整備する。 

  ㋑ 実施状況 平成２３年度に耐震診断を含む基本設計業務の委託を行う

とともに、管理運営のあり方についての検討を進める。 

⑵ 生涯学習の機会提供の充実 

 ア 人材バンクの整備・活用 

  ㋐ 事業内容 生涯学習人材バンクを整備・活用し、市民の生涯学習活動を

支援する。 

  ㋑ 実施状況 「熊谷市生涯学習人材バンク」（平成１７年度作成）の更新を行う。 

 イ 熊谷学講師資格保有者の活用・発掘 

  ㋐ 事業内容 熊谷市を語れる人材を講師として、各種講座や会合等に派遣

している。 

  ㋑ 実施状況 熊谷学講師として２０名を認定し、公民館等での講座に派遣

している。 

年度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1日現在) 

派遣回数 １６回 １９回 １０回 

参加者数 ７６１人 ６０４人 ３５９人 

 ウ 公民館開設講座の充実 

  ㋐ 事業内容 市内公民館３９館での生涯学習講座の開設回数を増やすと

ともに、時代に即応した講座内容の充実を図っている。 

  ㋑ 実施状況 

年度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

実施回数 ３２９回 ３２８回 ３７７回 

参加者数 ３２，５１２人 ３１，７９５人 ３７，２２４人 

 ⑶ 社会教育施設、設備の充実 
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ア 施設の改修整備 

㋐ 事業内容 公民館の良好な状態を保つため、維持・管理を行い、生涯学

習の環境を整える。また、県立熊谷女子高校東側に、熊谷東小

学校区内の公民館を中央消防署との複合施設として建設する。 

㋑ 実施状況 施設の利便性を高めるため、計画的に改修・修繕を進めてい

る。併せて、熊谷東小学校区内の公民館については、平成２２

年度に実施設計を行った。平成２３年１０月に工事に着手し、

平成２４年度内の竣工を目指す。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

改
修
箇
所 

トイレ男女区分

化及び洋式化 
０館 １館 １館 

その他改修等 

（10万円以上） 
８箇所 ２箇所 ３箇所 

  イ 夏の暑さ対策の壁面緑化 

㋐ 事業内容 夏の暑さ対策として公民館等の壁面緑化を実施する。 

㋑ 実施状況 ２１公民館及び江南文化財センターを対象に実施した。 

⑷ 社会教育指導体制の充実及び指導者・職員の資質向上 

  社会教育関係指導者の研修等の充実 

  ㋐ 事業内容 社会教育委員及び社会教育指導員に研修等の機会を設け、指

導体制の充実を図る。 

  ㋑ 実施状況 埼玉県及び大里地区の研修会に参加した。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

研修参加回数 ７回 ５回 ７回 

⑸ 社会教育関係団体との連携 

  社会教育関係団体の活動に対する奨励・援助 

  ㋐ 事業内容 社会教育団体、文化団体などの事業で、市が奨励するものに

対して助成を行う。 

  ㋑ 実施状況 社会教育関係団体（７団体）の育成を目的とした助成、文化

振興基金による文化団体への助成、地域の学習グループへの公

民館使用料減免などの支援を実施している。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

熊谷市文化振興

基金助成団体数 
１団体 ２団体 ３団体 

生涯学習グルー

プ数 
８００団体 ８４７団体 ８２６団体 

【評価】  評価Ｂ 

  生涯学習計画については、引き続き策定に向け取り組んで行く。 

（仮称）スポーツ・文化村については、利用構想を文化・スポーツ関係団体等
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に説明し、意見を聴取し、基本設計等の業務を行った。 

  社会教育施設（公民館）については、利用者の活動に支障のないよう施設の改

修・修繕を実施するとともに、熊谷東小学校区公民館の建設工事に着手した。 

【今後の取組】 

  熊谷学や公民館における生涯学習講座については、地域住民の学習意欲に対応

できる魅力ある講座内容となるよう努めるとともに、新たな参加者を増やせるよ

う情報発信を行う。 

  社会教育施設の充実については、生涯学習環境を向上させるため、緊急性、必

要性に応じて施設の改修等を計画的に実施する。市立女子高校跡地及び施設を

（仮称）スポーツ・文化村として整備するほか、熊谷東小学校区公民館の建設を

進めていく。 

重点施策Ⅴ・単位施策１ 【公民館】 

【重点事業】 評価 Ｂ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

２ 生涯学習振興のための先導的取組の推進  

⑴ 学級講座学習計画の充実 

⑵ 総合講座の内容の充実と推進 

⑶ 学習活動グループへの支援・育成 

⑷ 現代の課題に対する理解と認識を深める講座の充実 

⑸ 市内公民館の組織の強化と事業の充実 

⑹ 教育・行政・産業等関係機関との連携と職員の資質向上 

【取組状況】   

⑴ 学級講座学習計画の充実 

ア 中央公民館では５３の学級講座の開設を計画しており、これまで、３３の

学級講座を実施し、９７８名が参加している。なお、計画中のものも含め、

１６の講座が新規の講座である。 

イ 新規講座のうち「埼玉の日光・妻沼聖天山本殿と世界遺産日光東照宮」の

講座では、貴重な世界遺産である日光東照宮と本市の重要文化財である妻沼

聖天山本殿を併せて学ぶことにより、参加された市民の皆さんに、改めて郷

土の文化財のすばらしさを再認識してもらった。 

⑵ 総合講座の内容の充実と推進 

  ア 直実市民大学（中央公民館主催の総合講座）は、年間を通して３０回の共

通学習と、近代文学・書道・オカリナ・健康ヨーガの４種類、２０回のクラ

ブ活動で、１００名の学生が学んでいる。共通学習については、毎年見直し

を行い、時代にあった内容も追加している。 

 イ けやき大学（妻沼中央公民館主催の総合講座）は、園芸・書道・陶芸・カ

ラオケ・３Ｂ体操・俳句・囲碁・盆栽・ゲートボール・グライダー・コーラ

スの１１学科があり、計３４０名の学生が年間を通して１５回の活動と、５

回の共通講座で学習している。 
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⑶ 学習活動グループへの支援・育成 

  ア １６ミリ映画の自主上映会及び中国語講座・囲碁教室・将棋教室等の講座

は、市民団体との共催により継続的に開設している。 

  イ 中央公民館で活動する陶芸クラブの協力により、初心者陶芸教室を開催し

ている。 

ウ 直実市民大学のクラブ活動のグループについては、卒業後も、ほとんどの

グループが自主的な学習グループとして活動を継続しており、いくつかのグ

ループは、社会福祉施設の慰問等、社会貢献も行っている。 

⑷ 現代の課題に対する理解と認識を深める講座の充実 

ア 熊谷の自然と環境を考える講座、人権を考える講座、年金講座、親子で取

り組める講座等を開設している。 

  イ 直実市民大学の共通学習においても、成年後見制度、放射線と健康等、現

代社会の課題をテーマとした学習を行っている。 

⑸ 市内公民館の組織の強化及び事業の充実 

    市内３９公民館の組織の強化及び事業の充実を図るため、熊谷市公民館連合

会を組織し、各種研修会を開催するとともに、機関紙の発刊を行っている。 

⑹ 教育・行政・産業等関係機関との連携と職員の資質向上 

  ア 市内の立正大学と連携して、各種講座を開設するとともに、国や県の機関

に講師の派遣を依頼する等、講座の充実に努めている。 

  イ 市公民館連合会、大里地区公民館連合会及び埼玉県公民館連絡協議会の研

修会等に、館長・主事等が出席している。 

【評価】  評価Ｂ 

⑴ 新規講座については、定員を満たしたもの又は定員を超えたものが多く、概

ね好評であった。しかし、立正大学社会福祉学部公開講座については、内容は

大変好評であるが、平日の午前という開催時間のためか、定員に満たなかった。 

⑵ 直実市民大学も今年で１４年目を迎えた。今年度は、募集期間を１か月早め

たため、定員を上回る応募があった。講座の内容も「放射線と健康」等、時期

にあった内容に変更したものもあり、出席状況も良好である。 

  けやき大学については、様々な講座が４年間にわたり学習できると好評であ

り、多くの学科において定員を上回っている。しかし、いくつかの学科は応募

者が減少している状況もある。 

⑶ 学習活動グループの支援・育成については、直実市民大学の出身者が卒業後

もグループ活動を続けており、学習グループとして順調に育っている。また、

高齢化及び会員の減少に悩んでいた１６ミリ映画の自主グループについては、

公民館と共催で１６ミリ映写機操作認定講習会を開催し、会員募集をした結果、

新たな会員を迎えることができた。 

⑷ 現代的課題については、平成２３年３月に東日本大震災が起こり、今年度は、

特別な年であったため、ボランティアの心構え、役割、放射線等の問題について、
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立正大学と連携し、講座や直実市民大学の共通学習で、学ぶ場を提供できた。 

 一方、現代的課題のうち、子育て支援については、特に力を入れて取り組ま

なければならない課題であるが、十分取り組めていない。 

⑸ 組織の強化及び事業の充実については、組織改正により、旧熊谷市の地域公

民館の所管が、中央公民館に変更されたため、日常の交流の機会は増加し、連

携についても、従前より改善されてきているが、まだ十分とは言えない。 

⑹ 大学・行政機関等との連携はできつつあるが、産業界との連携をどのように

進めるかは、今後の課題である。 

以上のような状況から評価はＢとする。 

【今後の取組】 

 市民の多様で高度な学習ニーズに対応するため、大学・行政・産業界等との連

携を更に推進し、質量ともに講座の充実を図るとともに、現代的課題に対応した

新たな講座の開設にも取り組んでいく。また、学習活動グループの支援・育成に

ついても、直実市民大学やけやき大学の卒業生等に各グループの活動内容の啓発

を行うなど、積極的に支援する。 

 直実市民大学については、参加者の要望等も参考に、マンネリ化しないカリキ

ュラムを目指して、更に情報収集等に努める。 

 けやき大学についても、市民のニーズに対応した学科の設置について調査・検

討していく。 

重点事業Ⅴ・単位施策２ 【図書館】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成 20年度Ｂ･平成 21年度Ｂ･平成 22年度Ｂ 

１ 図書館利用の促進 

⑴ 資料の整備充実 

⑵ 子ども読書活動の推進 

⑶ 利用者へのサービスの拡充 

【取組状況】 

⑴ 資料の整備充実 

社会経済の変動、市民のニーズに十分配慮して、利用者の教養、レクリエー

ション、調査、研究等に資する資料を幅広く収集している。 

また、市立図書館４館が、それぞれの特長を生かした図書館づくりに努める

とともに、各館が協力連携し、効率的な蔵書構成を図っている。 

【蔵書冊数】                    （単位:冊、点） 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

熊
谷
図
書
館 

一般書 １４３，６０３ １４１，３６０ １３９，５８７ 

児童書 ６２，７６２ ６２，５１３ ６１，３８２ 

郷土図書 ３６，６５２ ２８，１９６ ２８，２１０ 

小 計 ２４３，０１７ ２３２，０６９ ２２９，１７９ 

視聴覚 １，０５６ １，０８８ １，４５６ 
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妻
沼
図
書
館 

一般書 ６２，７３６ ６３，７３７ ６４，００４ 

児童書 ３３，４５４ ３４，４８２ ３４，７２３ 

郷土図書 １，７８５ １，８２５ １，８７０ 

小 計 ９７，９７５ １００，０４４ １００，５９７ 

視聴覚 ２，８３８ ３，０１８ ２，９４２ 

大
里
図
書
館 

一般書 ２６，１８８ ２８，５１１ ２９，８９５ 

児童書 １６，６１３ １７，３３５ １７，６７３ 

郷土図書 ５７８ ６６３ ７１７ 

小 計 ４３，３７９ ４６，５０９ ４８，２８５ 

視聴覚 １，５５８ １，８５１ ２，１３０ 

江
南
図
書
館 

一般書 ３９，７２５ ３８，７７４ ３８，６２２ 

児童書 １８，８７１ １９，３７９ １９，６８３ 

郷土図書 ９７４ １，０８０ １，０６０ 

小 計 ５９，５７０ ５９，２３３ ５９，３６５ 

視聴覚 ３，３９８ ３，４２９ ２，８３０ 

合 
 

計 

一般書 ２７２，２５２ ２７２，３８２ ２７２，１０８ 

児童書 １３１，７００ １３３，７０９ １３３，４６１ 

郷土図書 ３９，９８９ ３１，７６４ ３１，８５７ 

小 計 ４４３，９４１ ４３７，８５５ ４３７，４２６ 

視聴覚 ８，８５０ ９，３８６ ９，３５８ 

 

 

⑵ 子ども読書活動の推進 

  図書館では「熊谷市子ども読書活動推進計画」に基づき、乳幼児や児童を対

象としたおはなし会、子ども会、映画会等を実施し、子どもが読書に親しむ機

会の充実に努めている。 

 

【各種催し物】                     （単位:回、人） 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

熊
谷
図
書
館 

おはなし会 
回数 ４２ ３０ ２１ 

人数 ９３４ ８４０ ５８０ 

出張おはなし会 
回数 ４ ４ ２ 

人数 １２９ １２１ ３５ 

子ども会 
回数 ３ ２ - 

人数 １０７ ９１ - 

映画会 
回数 １２ １１ ７ 

人数 １９３ １２０ ６８ 
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妻
沼
図
書
館 

おはなし会 
回数 ５９ ５６ ４０ 

人数 １，０６９ １，１６６ ７５８ 

出張おはなし会 
回数 １３ ２３ １３ 

人数 １，１５４ １，２２５ ７７０ 

子ども会 
回数 ‐ ‐ ‐ 

人数 ‐ ‐ ‐ 

映画会 
回数 ‐ ‐ ‐ 

人数 ‐ ‐ ‐ 

大
里
図
書
館 

おはなし会 
回数 １２ １１ ８ 

人数 １３３ １０８ ６０ 

出張おはなし会 
回数 ８ ３３ ２３ 

人数 ４９７ １，１５８ ８１４ 

子ども会 
回数 １ - - 

人数 ９ - - 

映画会 
回数 ６ ５ ４ 

人数 ２１９ １０９ １９１ 

江
南
図
書
館 

おはなし会 
回数 ２３ ２２ １４ 

人数 １９５ １９７ １３９ 

出張おはなし会 
回数 ‐ ‐ ‐ 

人数 ‐ ‐ ‐ 

子ども会 
回数 ‐ ‐ ‐ 

人数 ‐ ‐ ‐ 

映画会 
回数 ４ ４ ３ 

人数 ９５ ６９ ３９ 

合
計 

おはなし会 
回数 １３６ １１９ ８３ 

人数 ２，３３１ ２，３１１ １，５３７ 

出張おはなし会 
回数 ２５ ６０ ３８ 

人数 １，７８０ ２，５０４ １，６１９ 

子ども会 
回数 ４ ２ - 

人数 １１６ ９１ - 

映画会 
回数 ２２ ２０ １４ 

人数 ５０７ ２９８ ２９８ 

※ 熊谷図書館では他に児童文化講座、子ども図書館まつり、子ども読書活動

推進交流会などを実施している。 

⑶ 利用者へのサービスの拡充 

   利用者サービスについては、必要な資料・情報を「いつでも、どこでも、だ

れにでも」との方針の下に、図書、雑誌、視聴覚資料等の貸出、リクエスト及
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びレファレンスサービスをはじめ、乳幼児から高齢者まで幅広い年齢層に向け

た、きめ細かなサービスの提供に努めている。 

 

  【貸出冊数・登録者数・リクエスト数】           （単位:冊、点） 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

熊
谷
図
書
館 

一般書 ３０８，０２７ ２９７，７２７ １９６，２６２ 

児童書 １４６，４２４ １４３，２０５ １００，７２３ 

移動図書 ２９，３５１ ２７，５８８ １３，５８４ 

団体 １９，０００ １９，４７５ １７，０４５ 

小 計 ５０２，８０２ ４８７，９９５ ３２７，６１４ 

視聴覚 - - ２９１ 

登録者数 ８２，２４９ ８５，５８４ ８８，６３２ 

リクエスト数 ８４，０６２ ８８，１７９ ５７，３５６ 

妻
沼
図
書
館 

一般書 １１２，３０７ １１２，１５６ ７５，４３９ 

児童書 ６３，０７８ ６２，３１３ ４８，１４８ 

団体 ２，６９３ ２，７４１ ２，１３６ 

小 計 １７８，０７８ １７７，２１０ １２５，７２３ 

視聴覚 １３，９１３ １２，８８４ ８，３４０ 

登録者数 ２１，０１５ ２２，１８１ ２２，９５１ 

リクエスト数 １７，７１１ １９，０６５ １２，０５９ 

大
里
図
書
館 

一般書 ５３，２９４ ５０，５３０ ２９，２８３ 

児童書 ５０，７５８ ５１，９４４ ３８，５１１ 

団体 ４，１０５ ４，０１２ ２，６４２ 

小 計 １０８，１５７ １０６，４８６ ７０，４３６ 

視聴覚 ９，９８７ ９，２１４ ６，３２０ 

登録者数 ４，０３６ ４，５８６ ４，９５６ 

リクエスト数 １１，３３６ １０，０４１ ７，１２１ 

江
南
図
書
館 

一般書 ３７，８９７ ４１，１１０ ２７，２２１ 

児童書 ４０，７３７ ４４，８７２ ３２，６９０ 

団体 ２，４１７ ２，６４９ １，６６０ 

小 計 ８１，０５１ ８８，６３１ ６１，５７１ 

視聴覚 ９，４８７ ９，８０２ ５，３５７ 

登録者数 ４，９８３ ５，３０７ ５，５７８ 

リクエスト数 ７，２７３ ８，６３５ ６，２２１ 
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合
計 

一般書 ５１１，５２５ ５０１，５２３ ３２８，２０５ 

児童書 ３００，９９７ ３０２，３３４ ２２０，０７２ 

移動図書 ２９，３５１ ２７，５８８ １３，５８４ 

団体 ２８，２１５ ２８，８７７ ２３，４８３ 

小 計 ８７０，０８８ ８６０，３２２ ５８５，３４４ 

視聴覚 ３３，３８７ ３１，９００ ２０，３０８ 

登録者数 １１２，２８３ １１７，６５８ １２２，１１７ 

リクエスト数 １２０，３８２ １２５，９２０ ８２，７５７ 

※ 貸出冊数には雑誌を含む。 

【評価】  評価Ｂ 

⑴  市立図書館４館が、協力連携し、効率的な蔵書構成を図った。 

⑵  ボランティア団体との協働による出張おはなし会が増えている。 

⑶   熊谷図書館及び籠原駅に視聴覚資料返却ポストを新設し、妻沼図書館及び江

南図書館には液晶モニター、ＤＶＤデッキを導入し、また大里図書館ではＤＶ

Ｄソフト、熊谷図書館ではＣＤブックを充実させ、利用者の利便性を図った。 

【今後の取組】  

⑴  「収集方針」及び「除籍基準」に基づき、様々な分野の資料を幅広く収集し、

各分野の基本図書（視聴覚資料を含む。）を充実させるとともに、各館の特色

を生かした収集により、効率的な蔵書構成となるよう努める。 

⑵   平成２４年３月策定予定の「熊谷市子ども読書活動推進計画(改訂版)」に基

づき、各種事業を引き続き推進する。 

⑶  利用者がインターネット情報を閲覧できる公共情報端末の環境整備に努め

る。 

重点事業Ⅴ・単位施策２ 【図書館】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成 20年度Ｂ･平成 21年度Ｂ･平成 22年度Ｂ 

２ 地域読書活動の支援 

⑴  学校図書館支援事業の推進 

⑵ 移動図書館サービスの推進 

⑶ 福祉配本事業の拡充 

【取組状況】 

⑴  学校図書館支援事業の推進 

学校図書館支援事業として、総合的学習の時間や調べ学習などに必要となる

図書の団体貸出を行っている。 

【調べ学習用団体貸出】 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

延べ学校数 ７４校 ５４校 ２４校 

延べ貸出冊数 ２，５３６冊 １，６９７冊 １，２１７冊 
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⑵ 移動図書館サービスの推進 

平成２２年度までは、全ての小学校３０校をステーションとすることによっ

て、学校配本と合わせて実施してきた。 

しかし、学校図書館が充実してきたこと、小学校では一般の市民が集まりに

くいこと等、改善すべき点も多々みられたことから、事業の見直しを行った。 

その結果、本来の移動図書館サービスの充実を図るため、ステーションを図

書館から遠隔地の公民館や公園等とし、これまでの３箇所から１６箇所とした。 

学校配本については、アンケート調査の上、これまでの３０校から、希望す

る１９校に対し年間９回の配本を行うこととなった。 

また、効率的な巡回サービスとするため、移動図書館と学校配本の巡回日を

分けるとともに、学校配本は一般車で巡回することとした。 

【移動図書館】（ ）内は学校配本 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

ステーション数 ３３箇所 ３３箇所 １６箇所（１９校） 

延べ巡回日数 １０８日 １０８日 ５６日（８日） 

貸出冊数 29,351冊 27,588冊 13,584冊（2,280冊） 

⑶ 福祉配本事業の拡充 

様々な理由により、図書館サービスの利用が困難な市民へのサービスを充実

させるため、障害者施設や個人宅への福祉配本サービスを実施している。 

【福祉配本事業】 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

個
人 

利用者数 １３人 １３人 １３人 

貸出冊数 １７５冊 ８１冊 ５０冊 

団
体 

利用団体数 ４団体 ５団体 ４団体 

貸出冊数 ２，６２４冊 ２，１９６冊 １，３３３冊 

合
計 

利用者・団体数 １７人、４団体 １８人、５団体 １７人、４団体 

貸出冊数 ２，７９９冊 ２，２７７冊 １，３８３冊 

【評価】  評価Ｂ 

⑴ 団体貸出は、小学校の調べ学習活動への支援を行った。 

⑵ 移動図書館は、近くに図書館がなく、読書環境が整備されていない地区を中

心にステーションの選定替えを行い、公平性のある図書館サービスの向上に努

めた。また、利用者の新たな開拓を図るため、市報やホームページでのＰＲの

ほか、ステーション周辺には車載スピーカーで呼びかけるなどの広報活動を行

った。 

学校配本については、各学校の状況に応じて流動的な対応を行うこととし、

効率的な運営に努めた。希望する学校に対しては、今後も継続して実施してい

く。 

⑶ 福祉配本事業は、貸出冊数は伸びていないが、きめ細かく利用者のニーズに
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答えた。 

【今後の取組】  

⑴ 移動図書館は、図書館から遠隔地の住民に対する利用者サービスとして重要

な事業であることから、市民ニーズを的確に把握し、引き続き推進する。 

⑵ 福祉配本事業は、施設等利用状況を勘案しながら、福祉配本の拡充を図って 

いく。 

 

重点事業Ⅴ・単位施策２ 【図書館】 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成 20年度Ｂ･平成 21年度Ｂ･平成 22年度Ｂ 

３ 美術・郷土資料展示室、教育普及活動の推進 

⑴ 資料の整備及び施設等の環境整備充実 

⑵ 展示事業の充実 

⑶ 講座等の開設による学習機会の拡充    

【取組状況】 

 ⑴ 資料の整備及び施設等の環境整備充実 

展示室の環境保全（温湿度及び照明等の管理）を行うとともに、郷土熊谷ゆ

かりの美術資料等の購入、収蔵作品・資料の修復及び寄贈資料の受入れを行っ

ている。 

  ア 展示室の環境保全 

 ㋐ 自動記録温湿度計により、ガラスケース内の温度及び湿度を測定してい

る。 

㋑ 照明等の調光設備について、保守点検を行っている。 

  イ 美術資料等の購入、修復及び寄贈資料の受入れ 

㋐ 美術品等購入 

「訪瓺録」２点 

㋑ 美術品等修復 

柴田侑堂の書の軸装：６点 

赤羽刀の研磨・錆落とし：10本 

㋒ 寄贈資料の受入 

民俗資料 ４点 

⑵ 展示事業の充実 

  郷土資料展示室では、常設展示として郷土熊谷に関する通史の展示を行い、

ミニ企画展コーナーにおいて四半期ごとの展示替を行っている。美術展示室で

は、熊谷に関連する事柄をテーマに、年４回の企画展示を行っている。 

  ア 熊谷の５つの歴史と美術展（郷土資料展示室：常設展） 

    ミニ企画展（４半期ごとに展示替を行っている。） 

イ 企画展示（美術展示室：年４回 会期、入館者数等は下表のとおり） 
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区   分 事    業    名 
会      期 

〔会期日数〕 

利用者数 

〔一日平均〕 

歴   史 

－所蔵資料を中心として－ 

熊谷の５つの歴史と美術展 

※ミニ企画展コーナー 

「長谷川節子展」 

「新井信一展」 

「直実・蓮生の浮世絵展Ⅱ」 

「北爪益雄展」 

「吉原雅風展」 

4/ 1（金）～ 3/31（土） 

前年度からの継続事業〔286〕 

 

3/ 8（火）～ 5/29（日） 

6/ 7（火) ～ 9/ 4（日） 

9/ 6（火）～12/18（日） 

12/20（火）～ 3/ 4（日） 

3/ 6（火）～ 3/31（土） 

20,820人 

〔108人〕 

（１２月１日現在） 

美   術 

－春の絵画展－ 

近代熊谷絵画の先駆者たち 

～晴湖・恒友・喜一～ 

 4/ 2（土）～ 5/ 8（日） 

      〔31〕 

2,726人 

〔88人〕 

自   然 

－市の魚制定記念－ 

 ムサシトミヨと 

身近な昆虫たち 

7/23（土）～ 8/28（日） 

〔31〕 

4,155人 

〔135人〕 

歴 史 
－平成の大改修落成記念－ 

斎藤氏と聖天堂展 

10/15（土）～11/20（日） 

〔31〕 

3,342人 

〔108人〕 

美術工芸 

－芸術に親しみ・ 

美術をする仲間たち－   

熊谷図書館美術クラブ 

合同記念展 20周年記念展 

12/13（火）～ 3/ 4（日） 

〔62〕 

－人 

〔 －人〕 

 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

総利用者数 ２４，０４６人 ２４，６２４人 ２０，８２０人 

総開館日数 ２８５日 ２８２日 １９５日 

⑶ 講座等の開設による学習機会の拡充 

   教育普及事業として、美術、歴史等に関する各種講座を開催し、企画展示に

合わせた記念講座なども開催している。また、週５日制受入事業として、小学

校５・６年生を対象とした教室を開催し、更には、当館所属の１４クラブに対

して、クラブ活動の支援と当館事業への協力要請を行っている。 

ア 各種講座の開催：日程、参加者数等は下表のとおり 

区      分 事      業      名 実施日 講    師 参加者数 

講演会 
「春の絵画展」 

記 念 講 演 会 
 4/19(火） 

日本美術院同人  

大野百樹 
49人 

 

講 座 

 

体験学習会 

「熊谷型紙デザインで 

ガラス製品をつくろう」 

6/14（火） 

6/21（火） 

6/28（火） 

各務ガラス工房 

各務ひとみ 

16人 

18人 

18人 
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講 座 
自然講座 

「ムサシトミヨと 

 身近な自然を知ろう」 

8/ 2（火） 

 

8/ 9（火） 

 

8/16（火) 

埼玉県環境科学国際センター 

金澤 光 

国立科学博物館ボランティア 

三澤泰助 

熊谷地方気象台 

神田一男 

 45人 

 

33人 

 

30人 

講 座 
「斎藤氏と聖天堂展」 

記念講座 

10/25(火) 

 

11/ 1(火) 

 

11/ 8(火) 

 

11/15(火) 

聖天山歓喜院院主 

鈴木英全 

社会教育課市史編さん室 

    蛭間健悟 

阿うんの会専任講師 

    阿部修治 

阿うんの会会長 

鴫原壽子 

56人 

 

54人 

 

50人 

 

41人 

館外学習 

参加者説明会 

 

歴史散歩 

「関東三大聖天と 

   浅草界隈を歩く」 

10/28(金) 

 

11/18(火) 

展示室職員 

 

待乳山聖天本龍院 

平田真純 

39人 

 

37人 

 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

延べ参加者数 ５８２人 ６６０人 ４８６人 

講座総回数 １３回 １３回 １３回 

 

イ 「子ども自然科学教室」及び「子ども歴史教室」等の開催 

区分 事業名 対象 実施日 講師 参加者数   

講座 

子ども自然科学教室 

“自然を見よう・自然

から学んでいこう” 

小学校 

５・６年生 
毎月第２土曜 三澤泰助 

H21 62人 

H22 78人 

H23 73人 

講座 

子ども歴史教室 

“熊谷の歴史を彩る  

史跡・文化財・人物” 

小学校 

５・６年生 

毎月第４土曜 来間平八 

H21 10人 

H22 13人 

H23 24人 

※熊谷の歴史を学ぶ会 

“熊谷の歴史を彩る  

史跡・文化財・人物” 

成人 

H21 37人 

H22 30人 

H23 44人 

※ 子ども歴史教室に成人が加わる形で共に学んだ。 
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ウ 美術、郷土クラブ活動への支援 全１４クラブ  

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

クラブ参加者総人数 ２８８人 ２６３人 ２７５人 

㋐ 美術系クラブ 

     写真クラブ、てん刻クラブ、水墨画クラブ、製本・装幀クラブ、水彩画

クラブ、書道クラブ、彫塑クラブ、パステル画クラブ、籐工芸クラブ、油

彩画クラブ、和裁クラブ、きり絵クラブ 

㋑ 郷土史系クラブ 

     古文書学習・研究会、直実・蓮生を学ぶ会 

【評価】  評価Ｂ 

⑴ 展示施設等の環境整備について、展示室の空調設備の改修を行い、温湿度及

び照明等の管理を十分に行い、展示資料に対する環境保全に努めている。しか

し施設の老朽化は否めない。 

また、郷土熊谷ゆかりの資料については、渡辺崋山の訪瓺録２点を購入する

とともに、郷土資料を市民の理解、協力のもとに寄贈していただくことができ、

ほぼ順調である。 

⑵ 展示事業は、昨年度と同様に、郷土熊谷ゆかりの美術、歴史等の企画展を年

４回開催、また、ミニ企画展コーナーも年４回実施しているが、東日本大震災

及び計画停電の影響のためか、利用人員が昨年度より若干少ない状況である。 

⑶ 教育普及事業は、昨年度と同数の講座等を組んでいるが、東日本大震災及び

計画停電の影響のためか、利用人員は、昨年度より若干少ない状況である。 

【今後の取組】 

⑴ 展示施設の老朽化により、展示施設などの改修が必要であるため、計画的な

改修に努める。 

また、郷土熊谷ゆかりの作品・資料は、今後も積極的な購入・受入・修復を

行い、収蔵作品の充実に努める。 

⑵ 展示事業は、美術系、自然科学系、歴史系、民俗系等をバランスよく展示し、

郷土熊谷を全国に発信することができるような展示テーマ、取組を今後も継続

していく。 

⑶ 教育普及事業に関しても、多くの市民の関心を促すようなテーマ設定を行い、 

生涯学習の機会を増やしていく。 

 

重点施策Ⅵ・単位施策１ 【社会教育課】 

【重点事業】 評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ａ・平成21年度Ａ・平成22年度Ａ 

１ 生涯学習の推進 

 ⑴ 芸術文化の充実 

文化芸術にふれる機会や情報の提供に努め、併せてその活動を支援する。また、

鑑賞、発表の場となる施設の改修を行う。 
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【取組状況】 

⑴ 芸術文化の充実 

 ア 鑑賞、発表、参加の場の提供・情報発信及び芸術文化団体等への支援 

  ㋐ 事業内容 市民の自発的な文化活動を奨励するため、本市の芸術文化の

振興に寄与する事業に対して援助を行う。 

  ㋑ 実施状況 吹奏楽等の演奏会の開催をはじめ、美術展、市民音楽祭、文

化祭などの事業を文化団体へ委託するとともに、芸術文化育成

のため関係諸団体を支援している。 

年 度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

文化祭や美術展等の

鑑賞者数 
４１，０６５人 ４１，９２３人 ３９，９２６人 

うち熊谷文化創造館

自主事業来場者数 
１６，５６６人 １８，０６７人 １５，４９３人 

イ 熊谷文化創造館の維持管理整備 

㋐ 事業内容 市民の文化芸術活動、文化教養の向上を図るため、熊谷文化

創造館の管理運営、施設補修を行う。 

㋑ 実施状況 公益財団法人熊谷市文化振興財団を指定管理者として指定

するとともに、施設の機能維持のための補修を実施している。 

【評価】  評価Ａ 

  文化芸術団体の活動に対して必要な支援を行い、活動の円滑化を図った。演奏

会や美術展等を開催することにより、市民が身近に文化芸術に触れられる機会を

提供できた。 

【今後の取組】 

  芸術文化の充実については、引き続き芸術文化団体等との連携を図りながら、

その活動を奨励し、必要な支援を行っていく。また、活動団体等の自主性を尊重

しながら、演奏会や美術展等の内容や市民への広報の一層の充実を図る。 

 

重点施策Ⅵ・単位施策１ 【プラネタリウム館】 

【取組状況】 

 ⑴ 幼児用新番組の制作とパンフレット送付 

夏期番組「ぐるぐる天の川旅行」と秋期番組「クイズで謎とき・月の秘密」

を制作し、妻沼、大里、江南地域を含む市内の幼稚園及び保育所にパンフレッ

トを送付して、団体投影のＰＲを行った。また、２月から３月にかけて卒園用

番組を実施する。 

【重点事業】評価 Ｂ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ｂ 

２ 妻沼、大里、江南地域へのＰＲ 

⑴ 幼児用新番組の制作とパンフレット送付 

⑵ 天体観察会の案内と実施 
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保育所・幼稚園の団体利用状況(地域別） 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

旧熊谷市 
利用件数 ２９件 ３２件 ２５件 

利用者数 １，４３１人 １，５５６人 １，２３８人 

妻沼地域 
利用件数 ２件 ３件 １件 

利用者数 ３９人 ９８人 １６人 

大里地域 
利用件数 ３件 ３件 ３件 

利用者数 ６３人 ７１人 ５８人 

江南地域 
利用件数 １件 １件 １件 

利用者数 ２０人 ３６人 ２３人 

⑵ 天体観察会の案内と実施 

学習投影説明会に参加した市立小・中学校教師に野外天体観察会の案内を行

い、観察に適した気象条件となる１２月から２月の期間で実施する。 

⑶ 震災後の対応 

プラネタリウム投影時の地震対応について、対応手順マニュアルを作成し、

職員に周知した。 

【評価】  評価Ｂ 

 ⑴ 幼児用番組は全地域から団体利用があった。利用の定着化が期待できる。 

 ⑵ 天体観察会は、平成２３年１２月１日現在で小学校３校から申請があった。 

最終的には８校程度になる予定で、学校数では例年同様の実施が期待できる。 

【今後の取組】 

⑴ 妻沼、大里、江南地域の市民の方にもプラネタリウム利用の定着化が図られ

つつあるので、今後は、ＰＲの方策を再検討し、さらに多くの市民の方に天文

に興味を持っていただくことにより、利用者の拡大を目指す。 

 ⑵ 小・中学生が宇宙や天体への関心を持てるよう、内容の充実した観察会を目

指す。 

 

重点施策Ⅵ・単位施策１ 【プラネタリウム館】 

【取組状況】 

⑴ 小学４年生用番組の制作（一部変更） 

８月に改訂版を制作して担当教師への説明会を行い、９月１３日から１０月

６日まで学習投影を実施した。（投影回数３６回、見学者１，８０１人） 

【重点事業】評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ａ・平成22年度Ａ 

３ 学習指導要領改訂に合わせた学習投影番組の制作 

⑴ 小学４年生用番組の制作 

⑵ 小学６年生用番組の制作 

⑶ 中学３年生用番組の制作 

⑷ 理科学習(天文)用補助教材資料の作成 
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⑵ 小学６年生用番組の制作（一部変更） 

１２月に新番組を制作して１月５日と６日に担当教師への説明会を行い、１

月１７日から２月９日まで投影を実施する。（予定投影回数３８回、見学予定者

数１，８１８人） 

⑶  中学３年生用番組の制作（一部変更） 

１０月に改訂版を制作して担当教師への説明会を行い、１１月２２日から１

２月１５日まで学習投影を実施した。（投影回数３１回、見学者１，８７０人） 

⑷ 理科学習(天文)用補助教材資料の作成 

    プラネタリウム番組や、職員が撮影した天体写真やビデオ映像を編集してＤ

ＶＤ化し、理科学習用補助教材としての利用を進めている。 

【評価】  評価Ａ 

⑴⑵⑶ 学習投影実施委員会がまとめた内容に従って番組を制作し、担当教師を

対象とした事前説明会(リハーサル投影)で承認を得た。また、過去３年間の児

童生徒の見学後アンケートで、学習内容が「大変よくわかった」「わかった」

が 90％を超える結果を得ている。 

⑷ 小中学生がわかりやすく学習できるよう、理科学習用動画アニメーションを

ＤＶＤ化し、希望校へ貸し出しできるよう取り組んだ。 

【今後の取組】 

番組制作技術の向上を図りつつ、今後もプラネタリウム学習実施委員会と協力

して、低コストで学習効果の高い熊谷独自の学習投影番組を制作していく。 

 

 

重点施策Ⅵ・単位施策２【社会教育課】 

【重点事業】 評価 Ｂ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ａ・平成22年度Ｂ 

１ 文化財の保護・継承  

⑴ 文化財の保護と活用の充実 

⑵ 埋蔵文化財の保護と活用の充実 

⑶  文化財保護思想の普及・啓発事業の充実 

⑷ 江南文化財センターの管理、運営の充実 

⑸ 星渓園の管理、運営の充実 

【取組状況】 

⑴  文化財の保護及び活用の充実 

ア 文化財保護審議会の開催 

㋐ 事業内容 指定文化財候補の調査の後、文化財保護審議会にて精査・検

討し、指定の可否を審議する。また、旧市町の指定文化財の現

況確認調査を段階的に実施する。 

㋑ 実施状況 第１回文化財保護審議会を６月に開催した。 

現況調査対象１３３件のうち１２０件の調査を終了した。 
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イ 指定文化財の維持、管理の充実 

㋐ 事業内容 無形民俗文化財保存団体への助成、指定文化財修理費補助、 

指定建造物防災設備保守点検、指定文化財管理 

㋑ 実施状況 

  区    分 件 数 補 助 金 額 

無形民俗文化財保存団体 １５団体 ７５０，０００円 

防災設備保守点検 ３件 ６４，０００円 

⑵ 埋蔵文化財の保護と活用の充実 

ア 埋蔵文化財包蔵地の周知及び市内遺跡の試掘調査の充実 

㋐ 事業内容 埋蔵文化財包蔵地での開発事業を発掘届・照会文書等で把握

し、事業実施前に試掘調査又は発掘調査を行う。 

㋑ 実施状況（市内遺跡） 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

発掘届等 １３２件 １８３件 １０８件 

試掘件数 ６１件 ３１件 ２８件 

発掘件数 ８件 ９件 ８件 

イ 埋蔵文化財の調査報告 

㋐ 事業内容 発掘調査遺跡の出土品を収蔵・管理し報告書を作成する。 

また、その保存と活用を図っていく。 

㋑ 実施状況 熊谷市文化財調査報告書を編集刊行 

      前中西遺跡Ⅵ、塩古墳群、円山遺跡、西別府祭祀遺跡Ⅲ、 

瀬戸山遺跡・山ケ谷戸遺跡 

⑶ 文化財保護思想の普及・啓発事業の充実 

ア 文化財啓発資料の作成・啓発活動の推進 

㋐ 事業内容 ホームページ「熊谷デジタルミュージアム」での情報発信、

江南文化財センターでの展示活用及び体験学習・公開講座で文

化財情報を提供する。 

㋑ 実施状況 ・啓発資料（展示解説）をホームページで公開・掲載してい

る。 

・発掘現場説明会（上之地区）、県民の日事業（まが玉作り、

坂田医院旧診療所見学会、星渓園お茶に親しむ会）を実施し

た。 

・熊谷図書館展示室への資料展示を行っている（年２回）。 

西別府祭祀遺跡出土品展示 前中西遺跡出土品展示 

・「文化財情報」６、７号を発行し啓発を行っている。 

イ 民俗文化財の発表会・文化財講演会の開催 

㋐ 事業内容 地域伝統芸能振興事業の実施及び講座等への講師派遣 

㋑ 実施状況 ・「第４回地域伝統芸能今昔物語」を開催した。 
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           ・直実市民大学へ１名、埼玉県遺跡発表会へ１名派遣した。 

⑷ 江南文化財センターの管理、運営の充実 

発掘調査報告書の作成、出土品の収蔵・管理及び公開・活用の拠点として事

業を推進する。 

ア 企画展・テーマ展の実施 

㋐ 事業内容 市内遺跡発掘調査の最新出土品展示 

㋑ 実施状況 

 企画展  ・立野遺跡出土品展示       ４～１０月 

          ・前中西遺跡最新出土品展示    ５～１１月 

          ・箱田氏館跡遺跡出土品展示    １１月～ 

     テーマ展 ・県指定記念西別府祭祀遺跡展示   ５月～ 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

江南文化財センター

来館者数 
４，０５６人 ３，４５５人 ２，７７３人 

イ 体験学習プログラムの整備と実施   

㋐ 事業内容 体験学習を通して、文化財に対する認識を深める機会を作る。 

㋑ 実施状況 

事  業 ・ 内 容 等 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

中学生職場体験 教職員研修受入れ １０人 １７人 １１人 

夏期公開事業 まが玉作り・土器作り・火起こし体験 １２回 １４回 １２回 

⑸ 星渓園の管理、運営の充実 

㋐ 事業内容 市指定文化財「名勝」星渓園の建物及び庭園の維持・管理を

行う。星渓園利用の促進を図る。 

㋑ 実施状況・庭園の環境整備、施設の小修理を行った。 

・利用者への啓発とともに、市民参加による「お茶会１２回・

俳句会５回」を開催した。 

        ・うちわ祭りに併せて、茶会を開催した。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

利用件数 １７１件 １３９件 ８８件 

入園者数 １０，４０６人 １０，１３７人 ９，３１９人 

【評価】  評価Ｂ 

無形民俗文化財保存団体への助成件数、体験学習プログラム、夏期公開事業に

ついては昨年に比べおおむね順調に推移し、他の事業も順調である。 

しかしながら、指定文化財の中にはさらなる保護措置を必要とするものも少な

くなく、限られた予算の中での支援が課題となっている。 

【今後の取組】 

 今後も継続して史跡や埋蔵文化財、有形・無形文化財等の公開・調査・保存・ 

活用及び文化財保護思想の普及啓発の充実を図る。 
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重点施策Ⅵ・単位施策２ 【社会教育課】 

【重点事業】 評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ａ・平成21年度Ａ・平成22年度Ａ 

２ 市史編さん事業の推進 

 ⑴ 市史編さんに関する調査・研究 

 ⑵ 行政文書の収集・保存 

熊谷市の歴史的・文化的発展の過程を実証し、先人の営みや歴史を集大成し、

未来の市民への文化的遺産とするため、熊谷市史編さん基本方針及び基本計画

に基づき、熊谷市史を編さん・刊行する。 

【取組状況】 

⑴ 市史編さんに関する調査・研究 

ア 市史編さん委員会の開催 

㋐ 事業内容 基本方針及び基本計画に基づいた編さん事業の進捗状況の進

行管理等を行う。 

㋑ 実施状況 平成２３年１２月に平成２３年度第１回市史編さん委員会

を開催した。専門部会開催状況、各部会の調査研究活動等の進

捗状況の確認及び「熊谷市史資料編古代・中世」の編集状況に

ついて報告した。 

イ 市史編集委員の活動 

㋐ 事業内容 市史編集委員により、各分野の専門部会ごとに会議や調査研

究活動を実施し、執筆・編集・刊行を行う。 

㋑ 実施状況  

・編集会議   会議を３月に開催予定、各専門部会の情報交換や編集方

針の調整等 

・考古専門部会 会議３回開催、編集の検討等 

・古代専門部会 会議３回開催、執筆 

・中世専門部会 会議２回開催、久下文書（兵庫県）、猿投神社文書（愛知

県）等調査、執筆 

・近世専門部会 会議１回開催、市史編さん室古文書調査の進捗状況確認・

指導等 

・近代専門部会 会議２回開催、調査方法の確認協議等 

・現代専門部会 会議２回開催、調査方法の確認協議等 

・民俗専門部会 会議１回開催、調査活動計画の確認、衣生活基礎調査の

指導等 

・妻沼聖天山の建築 会議１回開催、妻沼聖天堂現地調査、林家文書調査 

  ウ 市史編さんに係る各種調査の実施 

   ㋐ 事業内容 市史資料編・通史編・別編・調査報告書等の執筆に必要な基

礎調査研究活動を行う。 
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   ㋑ 実施状況  

ⅰ 地方文書調査  

   地方文書の調査を行い、目録及び解説を作成し、市史編さん事業に活

用する。 

年  度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

調査状況 調査済 調査済 調査済 調査中 

件  数 １８件 ４１件 １３件 ４３件 

点  数 ８，０４４点 １１，０５７点 ４，５３１点 約５７，０００点 

    

ⅱ 民俗基礎調査及び報告書の刊行 

熊谷市史「民俗編」を編さんするために、最も基本的な調査として年

中行事等７分野の調査を行い、調査報告書を刊行する。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

調査活動 

住生活・交通・交易 

(熊谷地域） 

調査員  ３２人 

住生活・交通・交易 

(妻沼地域） 

調査員  ２１人 

衣生活 

（妻沼地域） 

調査員 １５人 

報告書刊行 

生産・生業 

(熊谷地域編） 

調査件数  １０１件 

住生活・交通・交易 

(熊谷地域編） 

調査件数  ６７件 

衣生活 

(妻沼地域編） 

３月刊行予定 

生産・生業 

(妻沼地域編） 

調査件数  ５２件 

住生活・交通・交易 

(妻沼地域編） 

調査件数  ３３件 

    

ⅲ 中世石造物悉皆調査 

調査報告書「中世の石造物」及び「通史編」を編さんするため、中世

に造立された市内にある石造物を把握し、調査・記録等を行う。 

実施期間 
Ｈ２１．９～

Ｈ２２．６ 

Ｈ２２.７～

Ｈ２３．６ 

Ｈ２３.７～

１２月１日 

調査地域 妻沼地域 熊谷地域北西部 熊谷地域北東部 

調査地点 約１３０地点 約９０地点 約３５地点 

記録等 約４００点 約４５０点 約２２０点 

      また、立正大学との共同調査を３回実施した。 

  

 

 エ 市史研究の刊行 

   ㋐ 事業内容 市史編さんの調査過程での研究成果を、「熊谷市史研究」とし

て刊行する。 
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   ㋑ 実施状況 

年 度 Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ 

刊 行 

熊谷市史研究 

創刊号 

（４５０部） 

熊谷市史研究 

第２号 

（５５０部） 

熊谷市史研究 

第３号 

（５５０部） 

内 容 

論考等２本、市史編

さん委員会・市史編

集会議の開催、市史

編集委員による会議

や調査研究活動実施

状況及び事務局が行

う基礎調査実施状況

などを掲載 

論考等４本、市史編さ

ん委員会・市史編集会

議の開催、市史編集委

員による会議や調査

研究活動実施状況及

び事務局が行う基礎

調査実施状況などを

掲載 

座談会、論考３本、熊

谷市史編さん委員

会・各専門部会等報

告、寄贈文書・資料の

紹介３本、事務局活動

報告 

  ※ 熊谷市史研究は毎年３月刊行 

⑵ 行政文書の収集・保存 

   保存年限を経過した行政文書等の収集・選別・保存 

   ㋐ 事業内容 歴史的価値のある行政文書の保存・整理を行い、将来への文

化的遺産とする。 

   ㋑ 実施内容 保存年限５年及び１０年を経過した行政文書を収集し、選

別・保存作業を行う。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ 

収集した行政文書 ２９８箱 １７４箱 １５９箱 

【評価】  評価Ａ 

  市史編さんに関する調査・研究については、平成２３年度は年次計画の４年目

に当り、計画に基づき着実に調査研究を進めているところであり、市内の古文書

も着実に収集されているところである。また、行政文書の収集・保存については、

平成２３年度は文書箱数にして１５９箱と多数の行政文書を収集することができ

た。 

【今後の取組】 

 ⑴ 市史編さん基本方針及び基本計画、年次計画等に基づき、熊谷市史資料編・

通史編・別編・調査報告書等を計画的に刊行していく。 

⑵ 市史編さん委員会及び市史編集会議を開催し、併せて専門部会の調査研究活

動の推進を図る。 

⑶ 事務局（市史編さん室）が行う基礎調査として現在取り組んでいる古文書調

査、民俗基礎調査、中世石造物悉皆調査及び行政文書の保存・整理を継続する

とともに、新たに仏像悉皆調査を行う。また、市史編さんに係る調査研究活動

の成果を、「熊谷市史研究」として刊行する。 
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重点施策Ⅶ・単位施策１ 【社会教育課】 

【重点事業】 評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ａ・平成21年度Ａ・平成22年度Ａ 

１ 人権教育の推進 

⑴ 市民啓発の充実と推進 

すべての市民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会を実現する。 

【取組状況】 

⑴ 市民啓発の充実と推進 

啓発、研修資料の作成・活用 

 ㋐ 事業内容 啓発物資の作成･配布を行う。 

 ㋑ 実施状況 啓発冊子「わたしたちに できること」３，０００部を刊行

し、街頭啓発や研修時において配布、活用を図っている。 

【評価】  評価Ａ 

  平成２２年度に、啓発冊子を改訂し、市民が日常生活の中で自然に態度や行動

に現すことができるよう、自らができることを示した啓発冊子「わたしたちに で

きること」を作成した。その活用を通じ、様々な人権問題の解消のための啓発を

行った。 

  具体的な人権課題や行動の仕方を示すことにより、日常生活の中にある人権に

ついて、わかりやすい研修を行うことに役立った。 

【今後の取組】 

    引き続き、啓発冊子「わたしたちに できること」などを活用し、市民の人権

問題の理解と認識を深めるとともに、思いやりのある豊かな心を育成するための

教育、啓発の実践に努める。 

 

重点施策Ⅶ・単位施策２ 【学校教育課】 

【重点事業】評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ａ 

１ 基本的人権の尊重    

⑴ 人権教育の充実      

  人権教育研究委嘱の推進、人権教育研修会の充実 

【取組状況】 

⑴ 人権教育の充実 

ア 人権教育研究委嘱の推進 

研究課題「人権教育」として小・中学校各２校、「心豊かな人づくり」

として小・中学校各１校に研究委嘱し、１１月に、授業の公開と研究内容

の発表で、その研究成果を示すことができた。 

イ 人権教育研修会の充実 

学校人権教育研修会を年６回実施し、教職員に同和問題を主とした人権教

育に関する知的理解を促す研修会及び児童生徒に豊かな人権感覚を育むた

めの指導法の研修会を実施した。また、管理職を対象として同和問題を扱っ
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た講義形式の研修会を２回実施した。 

【評価】  評価Ａ 

  より実践的な研修になるよう、有識者から「差別の現実に学ぶ」講義や、人権

感覚育成プログラムを取り入れた演習を行ったことで、教職員の人権教育に関す

る知的理解と人権感覚を育むための指導法への理解が深まった。また、管理職対

象の研修会は早い時期に行うことで、研修成果をより早く学校の人権教育の充実

に活かせるようにした。これらのことから、各学校において人権教育の視点を大

切にした授業実践が行われ、児童生徒の人権教育に関する知的理解と人権感覚の

向上が図られた。 

【今後の取組】 

研究委嘱や研修会を通して、教職員の資質向上を図るとともに、児童生徒の更

なる人権意識の高揚と、人権についての正しい理解を深め、人権問題を自分自身

に関わる問題として捉え、様々な人権問題を解決しようとする意欲を育てる。 

 

重点施策Ⅶ・単位施策２ 【教育研究所・研修部】 

【重点事業】評価 Ａ  評価の推移 平成20年度Ｂ・平成21年度Ｂ・平成22年度Ａ 

２ 教職員の資質と指導力の向上を図る研修   

⑴ 人権教育研修  

【取組状況】 

⑴ 人権教育研修 

各学校の教職員数に応じて２名から４名の教員（市内合計１４０名）に、人

権課題に関する講義と人権感覚を育むための演習を交えた研修を年６回行った。

また、管理職等を対象とした研修会を実施した。小・中学校で社会科を担当す

る教員に、小・中学校合同で同和問題を中心とした授業の具体的な進め方を扱

った研修会を実施した。 

【評価】  評価Ａ 

  各種調査等から、学校教育における人権教育の現状の成果と課題を整理し、小・

中学校合同で指導法を改善する研修会を実施したことによって、教職員はもとよ

り、児童生徒の同和問題を中心とした人権教育に関する知的理解と人権感覚の向

上が図られた。また、埼玉県教育委員会から出されている「人権感覚育成プログ

ラム」が各学校で活用されることで、生命尊重や子ども、女性、高齢者、障害者

等の人権課題について、児童生徒の人権感覚の向上に資することができた。 

【今後の取組】 

研究委嘱や研修会をより実践的、具体的なものになるようにしていくことで、

教職員のさらなる資質向上と指導力の向上を目指す。そして、人権についての正

しい理解を深め、人権問題を自分自身に関わる問題として捉え、様々な人権問題

を解決しようとする児童生徒を育てる。 
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重点施策Ⅶ・単位施策２ 【社会教育課】 

【重点事業】 評価 Ａ 評価の推移 平成20年度Ａ・平成21年度Ａ・平成22年度Ａ 

３ 人権教育の推進 

 ⑴ 集会所施設、設備の充実 

 ⑵ 集会所指導事業の充実 

 ⑶ 人権教育指導者の養成 

 ⑷ 公民館における人権教育の推進 

 ⑸ 各種団体及び企業における人権教育の推進 

 ⑹ 人権教育関係団体との連携 

   すべての市民がお互いの人権を尊重しながら共に生きる社会を実現する。 

【取組状況】 

 ⑴ 集会所施設、設備の充実 

   ㋐ 事業内容 集会所施設の改修整備を進める。 

   ㋑ 実施状況 玄関の低階段化やトイレの洋式化など集会所のバリアフリー

化を推進している。 

⑵ 集会所指導事業の充実 

  ア ハートフル学級（小・中学生、成人）の充実 

   ㋐ 事業内容 小・中学生ハートフル学級では、基礎学力の向上をはじめ人

権学習や仲間づくりを通し、豊かな人間性や社会性を育てるこ

とをねらいとしている。また、成人ハートフル学級では、教養

を高めるとともに、人権課題の正しい理解と人権意識の高揚を

図ることを目的に講座を開催している。    

㋑ 実施状況 ・小・中学生ハートフル学級は小学校１０校、中学校８校で

実施 

・成人ハートフル学級は１５集会所で実施している。 

年  度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(見込み) 

小・中学生ハート

フル学級参加者数 
６，６１１人 ６，７９３人 ６，６００人 

成人ハートフル学

級参加者数 
４，５９６人 ４，８９５人 ４，５００人 

  イ 集会所周辺住民との交流促進 

   ㋐ 事業内容 小・中学生ハートフル学級及び成人ハートフル学級を通して、 

         周辺住民との交流を図っている。 

   ㋑ 実施状況 １５集会所で実施 

⑶ 人権教育指導者の養成 

   ハートフルセミナー「人権問題研修会・指導者養成講座」の開催 

   ㋐ 事業内容 人権問題の解決のため研修会を開催する。 

   ㋑ 実施状況 ・子どもの人権 １月１９日 
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・同和問題   １月２６日 

・人権一般   ２月 ５日 

年  度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(見込み) 

回  数 ３回 ３回 ３回 

参加者数 ８６４人 １，２９６人 ８００人 

⑷ 公民館における人権教育の推進 

   人権教育・啓発の創意工夫 

   ㋐ 事業内容 すべての公民館を対象とする人権問題研修会を開催する。 

   ㋑ 実施状況 ３２公民館で開催 

⑸ 各種団体及び企業における人権教育の推進 

  ア 小・中学校ＰＴＡ等研修会での開催 

㋐ 事業内容 人権問題研修会を開催する。 

   ㋑ 実施状況 

 

 

 

 

 

 

イ 企業研修会の開催 

   ㋐ 事業内容 人権問題研修会を開催する。 

   ㋑ 実施状況 ２社２回（平成２３年度、１２月１日現在） 

⑹ 人権教育関係団体との連携 

人権教育推進協議会との連携 

   ㋐ 事業内容 様々な人権問題の解決を図るため、研修会をはじめ意識調査、

啓発活動及び啓発資料の作成を行う。 

   ㋑ 実施状況 ・人権作文集｢じんけんくまがや｣の作成・配付 

・人権教育ニュースの作成・配付 

・人権に関する意識調査の実施 

・街頭啓発事業、指導者研修会の実施  

【評価】  評価Ａ 

  利用者の活動に支障のないよう集会所施設の維持管理及び改修整備を行った。 

  集会所指導事業における小・中学生ハートフル学級では、人権学習を通じて児

童生徒一人一人が、生命を大切にする心や他人を思いやる心を育む学習を中心に

取り入れた。また、成人ハートフル学級では、参加者が集う中で互いの個性を認

め合う講座となるよう取り組んだ。 

   公民館や企業などでの人権問題研修会では、様々な人権問題について理解を深

め、人権尊重への意欲や態度を培う研修会に取り組んだ。 

年 度 Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３(12.1現在) 

市職員 １９回 １９回 ２１回 

全生徒対象 ５校 ５校 ３校 

ＰＴＡ対象 ６校 ６校 ３校 

各種団体 ５団体 ７団体 ４団体 



  

 - 69 - 

【今後の取組】 

  ハートフル学級や各種研修会等を通して、市民の人権問題への理解と認識を深 

めるとともに、思いやりのある豊かな心を育成するための教育、啓発を続けてい 

く。 

今後も様々な人権に対する深い認識とそれに基づいた態度や行動にあらわすこ

とのできる市民の育成に努める。 
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第４ 点検・評価に関する有識者からの意見 

 

                   米山 實 氏（元埼玉県教育局管理部長） 

 

１ 東日本巨大地震による未曽有の被害を教訓として、学校、生涯学習施設などの

安全性を再点検し、耐震化を強力に進める一方、今後起こり得る大地震等に備え

た防災教育、避難訓練を充実させてください。 

  また、福島原発事故がいまだ収束をみない現実を踏まえ、放射能リスクから児

童生徒を守るための各種取り組みを進めていただきたいと思います。 

  更に、まさかのときにも機能するよう、地域コミュニティーの連帯意識を高め

るため、公民館をはじめとする生涯学習施設の事業の充実を図っていただきたい

と思います。 

２ 熊谷市のこどもたちの学力は、市教育委員会の教職員の方々の日頃の努力のお

陰で県内平均以上のレベルにありますが、今後も家庭、地域、学校との連携を深

めて、熊谷教育の充実発展に努めていただきたいと思います。 

３ 今年度から、生涯スポーツの充実に関する事務事業は、市長部局の所管となり

ましたが、学校体育施設開放事業やスポーツ少年団育成事業、スポーツイベント

の開催など、学校が関わる部分は大きいので、市長部局と連携を密にして生涯ス

ポーツの充実に努めてください。 

４ 美しい建築物が点在し、外壁に見事な彫刻群があることから埼玉の小日光とも

呼ばれる妻沼の歓喜院聖天堂は、国重要指定文化財である本殿の修復工事が平成

１５年から総工費１３億５千万円をかけて行われましたが、平成２３年６月に竣

工し、外壁の彫刻群が豪壮華麗によみがえったところですので、熊谷のウリのひ

とつとして郷土教育や生涯学習の面からも採り上げて積極的に活用するべきであ

ろうと思います。 

５ 外部委員の意見はこれまで、市教育委員会の所管する事務事業についてのみを

対象としてきましたが、教育委員会制度そのものの意義が議論されるようになっ

てきている昨今、外部委員の意見も、定例・臨時の教育委員会の会議の状況を含

んだ教育委員会委員の活動状況そのものをも対象とすべきであろうと考えます。 

  教育委員会にはどのような案件が上程され審議されているか、教育委員会委員

からはどのような意見が出され、それらがどのように処理されたか、教育委員会

委員はどのような活動をされたか、などについても公表していただきたいと思い

ます。 

６ 市教育委員会の所管する事務事業はきわめて広範囲にわたるので、外部委員の

意見はうわべを外観したのみの総括になるおそれがあります。そこで年度ごとに

対象事業分野を選定することにより、密度の濃い意見を述べることが可能になる

のではなかろうかと思います。 
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嶋野道弘 氏（文教大学教育学部同大学院教育学研究科教授） 

 

１ 全体の状況 

  平成２３年度の施策・事業の進捗状況は、全体には「ほぼ順調である」と考え

ます。平成２３年度の点検・評価の一覧では、３５項目の評価のうち「Ａ（順調

である）」は１７項目で４９％、「Ｂ（ほぼ順調である）」は１８項目で５１％とな

っています。これ（「Ａ」のみ）を過去の状況に照らしてみると、平成２０年度   

２５％、２１年度３３％（８ポイント増）、２２年度４４％（１１ポイント増）で

あり大変順調でした。これに対して、平成２３年度は５ポイント増となりました。

これは、過去３か年間の努力によって実現状況が高まり、進捗状況がゆるやかに

なったとみることができます。しかしながら、「Ａ」評価が４９％で十分であるは

ずはなく、今後の創意工夫のある取組が期待されるところです。 

２ 個別の具体的な状況 

 進捗状況の点検・評価にはいくつかの観点があります。 

○ 全学校数等に対する割合：例えば「学校応援団の活用」は、全学校数（小２９、

中１６）に対する割合は１００％で、すべての学校で学校応援団が活用されてい

ます。 

○ 「めざそう値」に対する割合：例えば「放課後子ども教室」の５年後めざそう

値は４５０回ですが、平成２２年度にこれを実現しています。平成２３年度も実

現するでしょう。 

○ 他の調査との比較：例えば「埼玉県小・中学校学習状況調査の活用」では、熊

谷市の平均正答率は調査した全ての教科で県平均を上回っています。 

このような工夫によって、進捗状況の点検・評価にもかなりの客観性がでてき

ます。このような観点からみて、進捗状況は「ほぼ順調」に進んでいて、年々充

実しているととらえることができます。質的な面においても、例えば「人権教育

の充実」では、人権感覚育成プログラムを取り入れた演習を行って研修の効果を

上げています。こうした創意工夫も随所に見られます。 

３ 一層の創意工夫を 

  全体の進捗状況はほぼ順調であるものの、個別的には様々な差が生じています。

今後、これに適切に対応していくことが重要です。例えば、目標を達成した事業

では「維持・継続」策が、未だ成果が見られない事業では「発想を転換するなど

した新たな改善策」が必要でしょう。また、進捗状況を質的な面から点検・評価

する工夫も大切です。特に、熊谷教育のウリ（特色）である「熊谷の子どもたち

は、これができます！」（４つの実践と３減運動への取組）については、進捗状況

を具体的に示していただきたいところです。 
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                         加藤道子 氏（弁護士） 

 

１ 本市において、二学期制を採用している一番の目的は、学力の向上にあるそう

です。確かに、埼玉県小・中学校学習状況調査（１４ページ）の結果を見ても、

小・中学校とも、すべての教科において、しかも大幅に、県の平均正答率を上回

っており、驚愕するとともに誇りに思います。 

  しかし、他方で、新体力テスト（１８ページ）で県平均を上回った項目は、小

学校では６４．６％、中学校では４１．７％と低くなっております。 

これでは、本市が推進している「知・徳・体のバランスのとれた教育」とは言

い難く、頭でっかちを養成するだけの単なる学力偏重主義、むしろ不成功事例と

言われかねません。 

  原因が二学期制とは断定できませんが、三学期制時代と比較・検討し、早急に

改善策を講じる必要があろうかと思います。 

２ 育英資金、入学準備金などの貸付事業に関し、新規貸付人数は公表されていま

すが、滞納額が増加していることはその表現から窺えるものの（９ページ）、具

体的にどの程度の滞納者・滞納額が存するのか、公表されておりません。それは、

滞納者を誘発してしまうかもしれないという漠然とした危惧感からなのでしょう

か。同様に、給食費などの学校納入費についても、近年、滞納者が増加している

と聞きます。 

  ところで、９ページの【今後の取組】には、「滞納額の増加に対しては、これ

を解消する具体策を検討し、実施していくものとする。」とあるのみで、具体策

の内容には触れられていません。このような債権回収については、教育界が最も

苦手とする分野なのかもしれません。 

しかし、私はむしろ滞納者の人数・滞納額等について積極的に公表し、貴重な

税金を無駄にさせまいという市民の監視の目にさらすことによって、場合によっ

ては債権回収が図れる可能性もあるのではないかと思います。 

３ 先日の新聞記事によりますと、全国の公立小・中・高校で、うつ病などの心の

病で休職した教員数は、昨年度、１８年ぶりに減少したものの、依然として５，

０００人を超えているそうです。 

  本市も例外ではなく、複数の事例があるのではないかと思います。 

  こうした教職員のメンタルヘルスについての具体的取組が国や県の予算待ち、

指示待ちということではなく、本市でも独自の予算をつけて実施し、教職員の加

重な負担を軽減する必要があろうかと思います。 
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第５ おわりに（よりよい方向に） 

 

 本年度の「点検・評価」においては、引き続き「熊谷教育の指針と施策」と「熊谷

教育行政 平成２３年度各課重点事業」に基づいた取組状況を示しました。 

 本市ではこれまでも「生きる力」の育成を目指し、二学期制の下、学習内容の確実

な定着、道徳教育の充実、特別支援教育の充実、幼保小や小中の連携を図るなど「知･

徳･体のバランスのとれた教育」を推進してきました。二学期制の一番の目的は、学

力の向上にあります。「埼玉県小・中学校学習状況調査」や「教育に関する３つの達

成目標」などの各種調査におきまして、県の平均を上回り、昨年度に引き続き、県内

のトップレベルを維持しています。中でも「埼玉県小・中学校学習状況調査」では、

すべての教科（小学校４教科・中学校５教科）において、平均正答率はもとより内容

別正答率（書く、読む、図形、数量関係など）が県平均を上回り、特に小学校の算数、

中学校の社会、理科はすべての設問で、小学校の理科では、合計正答率ですべての学

校が県平均を上回りました。また、道徳の時間を要とした全教育活動を通して道徳性

を養うことや、運動の特性や魅力を味あわせながら体力と運動技能を高める実践にも

取り組み、成果をあげています。 

 さらに、これらの基盤となる「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つの実

践』と『３減運動』」に市をあげて取り組んだり、特に夏の暑さ対策のために、エア

コンを小学校すべての教室(来年度には、全中学校も予定)に設置したりするなどソフ

ト面とハード面の充実に力を入れています。 

 今後とも、市民の皆様をはじめ、有識者の方々から頂戴した御意見を尊重しながら、

「子どもたちにとって何がベターなのか。」の視点に立って、熊谷教育の発展のため

に、引き続き努力していきます。 

 

 

 

【平成２３年度 県レベル以上の主な表彰・成績】 

○ 表彰関係 

内   容 学 校 名 主   催 

ボランティア功労者 大原中学校 厚 生 労 働 省 

埼玉・教育ふれあい賞 
三尻中学校 

奈良中学校 
埼玉県・県教委 

歯科保健コンクール 富士見中学校 県教委・県歯科医 

体 力 向 上 妻沼西中学校 毎 日 新 聞 社 
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内   容 学 校 名 主   催 

体 力 向 上 優 良 校 

熊谷南小学校 

奈良小学校 

大原中学校 

妻沼西中学校 

県 教 委 

交通安全優良学校 久下小学校 
全日本交通安全 

協会・警察庁 

○ 部活動関係 

 ⑴ 運動 

種   目 学 校 名 出場大会名 

長縄８の字 玉井小学校 
ギネスに挑戦 

（ギネス記録認定） 

陸  上 

富士見中学校 

熊谷東中学校 

三尻中学校 

全国大会（障害 

者大会を含む。） 

駅  伝 
富士見中学校 

熊谷東中学校 

関 東 大 会 

〃 

ソフトテニス 

富士見中学校 

大麻生中学校 

三尻中学校 

関 東 大 会 

〃 

〃 

水  泳 

熊谷東中学校 

妻沼東中学校 

全国大会・関東大会 

全 国 大 会 

富士見中学校 

大原中学校 

玉井中学校 

三尻中学校 

関 東 大 会 

〃 

〃 

〃 

ラ グ ビ ー 
奈良中学校 

大幡中学校 

東 日 本 大 会 

関 東 大 会 

硬式テニス 玉井中学校 関 東 大 会 

柔  道 江南中学校 関 東 大 会 

⑵ 文化 

種   目 学 校 名 出場大会名 

吹 奏 楽 
富士見中学校 

妻沼西中学校 
西関東支部大会 

合  唱 
吉見小学校 

富士見中学校 

東日本ＴＢＳこども

音楽コンクール 



五十音順 用　　　　　語 解　　　　　説 ページ

あ ICT活用能力

　 ICT（Information and Communication
Technology）は、「情報通信技術」と和訳され、イン
ターネット等の情報通信機器を活用する方法や技
術。

24

あ Ｉｓ値

  Ｉｓ値（Seismic Index of Structure、構造耐震指標）
建築物の保有する耐震性能を数値として表したも
の。建築物の、強度、粘り、平面的・立体的な形状、
経年による劣化状況を考慮して計算される。平面図
において横方向をＸ軸、縦方向をＹ軸とし、Ｘ軸・Ｙ軸
ごとに、各階のＩｓ値が得られる。

28

え 英語指導助手（ALT）
　 ALT(Assistant Language Teacher)
学級担任又は英語科教員とともに授業にあた
り、主として指導の補助を行う外国人指導助手。

15・16

え ＨＱＣ手法

   ＨＱＣ（Health Quality Cotrol)
ＨＱＣ手法とは、ＨＱＣシートに自分の生活習慣（起
床時間、就寝時間、食事の摂取の有無、排便の有
無、運動の様子、体調など）を記録していくことで、
自身の生活習慣を客観的に確認できるようになり、
自然に心身をより快適にするために意識した生活
ができるようになることで、結果的に生活の質が上
がってくるというもの。

35

え 栄養教諭

　食に関する指導（児童生徒に対する個別指導や授
業での集団的な指導、食に関する指導を推進するた
めの連絡・調整等）と学校給食の管理（栄養管理、衛
生管理、検食、物資管理等）を一体として担当し、食
育の推進に中核的な役割を担う教員。

37・38

が 学校教育支援者
  学校の多様な教育活動や体験活動の充実を図る
ために、授業に協力いただく地域の方々。

9・10・11

が 学校図書館補助員
 　学校図書館担当職員と連携し、図書の貸し出し活
動や図書館の整備の支援を行う方。

33・34

き 「教育に関する３つの達成目標」

　埼玉県の取組。「学力」「規律ある態度」「体力」の３
つの分野について児童生徒一人一人の達成状況を
把握するとともに、課題を明らかにして今後の指導の
工夫・改善に資することを目的とする調査。

 13・14
 15・30

き キャリア教育
　児童生徒一人一人の勤労観、職業観を育てる教
育。（人間関係形成能力、情報活用能力、将来設計
能力、意思決定能力などの要素を含む。）

33

き 教育的ニーズ

　 児童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困
難を改善又は克服するための適切な指導及び必要
な支援を行うために把握しなければならない児童生
徒の状況。

39・40・41

き 協同授業
　学級担任又は英語科教員が英語指導助手（ALT）と
ともに行う授業。

15・16

点検・評価の用語解説
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く くまがやコンピュータ学習カルテ
　 熊谷の児童生徒が、小学校6年間で身につけたい
情報活用能力のモデルを掲載したテキスト。

16

く
熊谷市児童生徒コンピュータ活
用学習作品展

　 児童生徒がコンピュータを使って作製した作品の
展示。

16

く 熊谷デジタルミュージアム

　熊谷市が開設したインターネット上の博物館で、市
内の考古・歴史・民俗資料などの文化財や自然・風
土を紹介する。平成２３年１０月に熊谷市Web博物館
を再構築した。

60

く 熊谷文化創造館自主事業
　文化・芸術に触れる機会を提供するため、熊谷文化
創造館が主催・共催するコンサートや演劇など。

57

げ ゲストティーチャー
　学校などが、専門的な知識や技術などをもつ人材
を講師として招くこと。また、そのような講師のこと。

30

こ 交流及び共同学習

　 交流及び共同学習の内容としては、例えば、学
校行事や学習を中心に活動を共にする直接的なも
ののほか、文通や作品の交換といった間接的なも
の。

39・41

さ 埼玉県小・中学校学習状況調査

　小学校は５年生を対象に国語、社会、算数、理科の
４教科、中学校は２年生を対象に国語、社会、数学、
理科、英語の５教科を実施し、この他に小中学校とも
に生活状況等の質問紙による調査を実施する。

13・14・15

さ さくら教室
　不登校児童生徒に対し、自立と学校生活への適応
を図り、学校復帰をめざす「熊谷市適応指導教室」。

32・34・35

し 支援員
　学力向上補助員と特別支援学級において、担任の
補助を行う特別支援学校サポーターや特別支援教育
臨時職員。

34・40

し 生涯学習センター
　地域における生涯学習を推進するための中心機関
であり、活動の拠点となる施設。

43

し 小学校理科支援員
　小学校５・６年の理科授業の観察・実験等において
教員の支援等を行う方。

13・14

し 小児生活習慣病予防検診

　生活習慣病を予防するために、血圧と血液検査に
より子どもが高脂血症や高血圧等の危険因子をもっ
ていないかを調べる検診。
　小学校４年生の希望者を対象に、実施する本市独
自の検診。

36・37

し 新体力テスト

　全国で行われている体力・運動能力調査。
　小学校では、握力（筋力）、上体起こし（筋力・筋持
久力）、長座体前屈（柔軟性）、反復横とび（俊敏
性）、２０ｍシャトルラン（全身持久力）、５０ｍ走（走
力）、立ち幅とび（跳躍力）、ソフトボール投げ（投力）
の８種目。
　中学校では、２０ｍシャトルランの代わりに持久走
（男子１，５００ｍ、女子１，０００ｍ）、ソフトボール投げ
の代わりにハンドボール投げを実施。

18・19
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じ 地方文書（じかたもんじょ）

　近世の村において行政上の必要から作成し授受し
控写した公的な文書・記録類。村方文書ともいう。本
来は町方に対して地方（じかた）支配のための文書と
いう意味の語であろうが、村方作成の文書を地方文
書というようになった。狭義の文書だけでなく村方の
諸記録・帳簿類も含む（国史大辞典より抜粋して記
載。）。

63

じ 自己評価
　各学校が自らの教育活動その他の学校運営につ
いて目指すべき目標を設定し、その達成状況につ
いて、各校の教職員が行う評価。

10

じ 受動喫煙検診

　尿中のコチニン量を検査することにより、家族や周
囲の人の喫煙によって子どもが影響を受けていない
かを調べる検診。
　小学校４年生の希望者を対象に、実施する本市独
自の検診。

36・37

じ 巡回相談

　学校からの要請により、臨床心理士や保健師を学
校に派遣し、教員に対して児童生徒の支援策を専門
的立場で、指導・助言する事業。
　保護者の要請により、発達障害を含む障害につい
ての教育相談を行う事業。

40・41・42

じ 情報モラル・セキュリティ研修会

　情報社会を生きぬき、健全に発展させていく上で、
すべての国民が身につけておくべき考え方や態度に
ついて、教員が児童生徒に指導したい内容を扱う研
修会。

20

じ 情報モラル教育
　情報社会を生きぬき、健全に発展させていく上
で、すべての国民が身につけておくべき考え方や態
度を育てる教育。

16・24

じ 自立活動

　 児童生徒の持てる力を高め、生活や学習上の困
難を改善又は克服するための必要な知識技能等を
養うことにより、心身の調和のとれた発達の基盤を
培う指導。

41

じ 人権教育 　人権尊重の精神を身につけるための教育。
 20・25・65
 66・67・68

す スクールカウンセラー
　教職員や保護者への指導・助言、児童生徒の心の
相談にあたるため、臨床心理に関して専門的な知
識・経験を有する専門家。

34

す スクールソーシャルワーカー
　子どもを取り巻く環境に働きかけ、いじめや不登
校、虐待などの問題解決のために学校に配置される
社会福祉的専門家。

31・34

す
すくすくプログラム・ステップアッ
ププログラム

   『彩の国スポーツプラン2010』に基づいた、県民
の体力の維持・向上を図るための運動プログラム
の中で、小学校版を『すくすくプログラム』といい、低、
中、高学年向けに体力要素（筋力、敏捷性、持
久性、柔軟性など）に応じた運動例を示している。ま
た、中・高等学校版が『ステップアッププログラム』で
あり、グループ縄跳び、サーキットトレーニング、エ
アロビック体操でとりいれる運動例を示している。こ
れらを体育授業や業前・業間運動、部活動等の時

17
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間に、各学校の実態に応じてゲーム化したり、記録
カードの作成等工夫を加えたりして実践し、楽しい
運動体験を通して児童生徒を運動好きにするととも
に、体力の向上を図ろうとするもの。

そ 相談員

　ほほえみ相談員と地域教育相談員のこと。
ほほえみ相談員：いじめや不登校等、児童生徒・保
護者との相談に応じる業務。
地域教育相談員：相談援助並びに地域の情報収集
活動等を行う業務。

33・34

た 耐震化率

  昭和５６年以前の旧耐震基準により建築された建
築物及び新耐震基準により建築された建築物の全
体建築物数における、耐震改修建築物及び新耐震
基準建築物の建築物数の占める割合のことで、耐
震化の進捗状況を表す指標。

27・28

ち 中１ギャップ
　中学１年生が、新しい環境や人間関係になじめ
ず、小学校と中学校の間にギャップが存在するとい
う考え方。

31

つ 通級指導教室

   知的な遅れはなく、概ね学校生活に適応できる
力があるにもかかわらず、聴覚障害や言語障害、
発達障害や情緒障害のために集団生活への不適
応を起こしている児童生徒を対象に個別的な指導
をしていくことを目的に設置された教室。

24・40
41・42

つ 通常学級支援籍学習
　 特別支援学校に籍を置く児童生徒が市内の小中
学校で交流及び共同学習を行うもの。

40・41・42

て ＴＴ（ティームティーチング）
　複数の教員が協力して、授業をきめ細かく行う指導
方法。

37・38

て 適応指導教室
　学校復帰をめざして、不登校児童生徒に対する指
導・教育を行う教室で、教育委員会が学校外に設
置している施設。

32・33
34・35

と 特別支援教育学校サポーター
　 通常の学級に在籍する発達障害を含む障害のあ
る児童生徒の学校生活における介助・支援及び補
助を行う市費による臨時職員。

41・42

と 特別支援教育支援員
　 特別支援学級に在籍する児童生徒の学校生活
における介助・支援及び補助を行う市費による臨時
職員。

39・40・41

に 日本語指導

　日本語が話せない帰国・外国人児童生徒等の日本
語指導及び学校生活への適応指導の充実などのた
め、日本語指導を必要とする帰国・外国人児童生徒
等の在籍する学校等に、日本語指導臨時講師を派
遣し、行う指導。

15・16

ね ネイチャーゲーム
「自然への気づき」「わかちあい」といった基本理念

を踏まえ、ゲームを通して自然や環境についての理
解を深めること。

23
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ね ネットコモンズ

　国立情報学研究所が開発しているオープンソース
ライセンスのＣＭＳ（コンテンツ・マネージメント・システ
ム）。Ｗｅｂコンテンツを構成するテキストや画像、レイ
アウト情報のなどを保存・管理し、サイトを構築したり
編集したりする、ホームページを作成するためのソフ
トウェアでフロントページやホームページビルダーの
ようなソフトウェアとは異なり、サーバー側で動作す
る。ブログのように、ＷＥＢブラウザさえあれば、記事
を投稿・変更・削除することが可能。

21

ね 年次研修

　 教職員一人一人のライフステージに応じ、すべて
の教職員が専門職としての必要な知識・技能を習
得することを目的とする研修　※該当年次教職員全
員が対象。

25・26

の ノーマライゼーション教育推進

　 障害のある子どももない子どもも、ともに生きると
いう観点から、ねらいを「共生社会の輪を子どもた
ちから大人たちへと広げること」と定め、障害のある
児童生徒には「社会で自立できる力」を、障害のな
い児童生徒には「障害に対する差別や偏見を生じさ
せることのないよう心のバリアフリー」をはぐくむ教
育の推進。

39・41

の ノーマライゼーションの理念
 　障害のある者も障害のない者も同じように社会の
一員として社会活動に参加し、自立して生活するこ
とのできる社会を目指すという理念。

39

は ハートフル学級
　本市教育委員会が実施する、集会所小・中学生学
級と成人学級の名称。

67・68・69

は ハートフルセミナー

　市民を対象に、人権問題に対する正しい知識を身
につけ、指導的行動を取ることができる力を育んでい
ただくために開催している、「人権問題研修会・指導
者養成講座」の名称。

67

は 発達障害
　 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発
達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、発達性
協調運動障害やトゥレット症候群など。

24・40・41

ひ 表計算ソフト活用研修会
　各校の児童生徒用・教職員用のコンピュータに導
入されている表計算ソフト「エクセル」の利用法を扱
う研修会。

20

ぴ PDCAのマネジメントサイクル

　 Ｐｌａｎ、Ｄｏ、Ｃｈｅｃｋ、Ａｃｔｉｏｎの頭文字をとったも
ので、学校においては、目指す学校像や重点目標
に対して、「学校年間教育計画の策定(Plan）」「教育
活動の実践(Do）」「教育活動の評価（Check）」「評
価結果に基づく改善・更新(Action）」という一連の環
周期。

23

ふ ふれあい講演会
　生徒の将来の夢や希望を育み、進路意識の啓発・
高揚をはかるための、地域の人々との連携を図った
講演会。

33

ぷ
プレゼンテーションソフト活用研
修会

　各校の児童生徒用・教職員用のコンピュータに導
入されているソフト「パワーポイント」の利用法を扱う
研修会。

20・21
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め メンタルヘルス研修会
　精神の健康を保ち、病気の早期発見や再発防止
などを目的とした精神衛生のための研修会。

21・22・23

れ レファレンスサービス
  図書館利用者が、学習・研究・調査を行うために
必要とされる情報・資料などを、図書館員が、検索
し、提供することにより、これを手助けする業務。

50
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